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一一秋元英一 F ニューディール と アメリカ 

資本主義』を 中心とした 一 覚書一一 

柄 井 敏 朗 

て 秋元「ニューディール 史 」は， これらの万法と 完全 

1. は じめに に絶縁している・それを 支えているのは ，「マクロ・エ 

コノミックス」 ， 1960 年代以降アメリカで 急速に発 達 

秋元夫 一 アニューティー ルと アメリカ台本 ヨ三 義一一 した「ニュー・レイバー・ヒストリー」， 1 一ユ - " ソ 

民衆運動史の 観出、 から -- 」 ( 東京大イ出版会， 1989  一シ ヤル・ヒストリー」，「ニュー・ルーラル・ヒスト 

年 ) を読んだ・ 400 頁を超えるこの 大名を読み終え ， ・Ⅰ 一 」一一著者の 用語で一言でいえば ，「民出史」一一   

まず心に浮かんだことは ， 本 君がこれまでのわが 国ア そして鈴木編著書のばあ い とは別の意味での「実証 ョ， 

メリカ経済史研究の 方法と中身を 根木から変えた 力作 義 」であ る・一時期アメリカで 流行した計量経済史 

であ るということであ った   ( ニュー・ェコ ，ミ ソク・ヒストリ 一 ) のファ法は，成果、 

戦後のわが 国 アメリカ経済史研究 は， 改めて 述 へる は別として殆ど 継承されていない   

までもないが ，鈴木圭介の 研究に導かれて 展開して 来 鈴木編著書がこれまで 輸入学問に過ぎなかったわが 

たといっても 過言ではない・ その 1 つの成果， 節 Ⅱ 、 国のアメリカ 経済史研究に 対して，独自の 問題意識を 

圭介編「アメリカ 経済史」 T, D ( 東京大学出版会， Ⅰ ッきボし ， アメリカ経済史の 大きな流れを 批刊 可能な形 

1972 年， 1988 年 ) は，植民地時代かも 1920 年代までの で体系的に整序した 通史で研究史上忘れることの 出末 

アメリカ資本主義の 成立と発展を ，内外の研究成果を ない成果であ ったのに対して ，秋元「ニューディール 

受けとめ，消化しながら ，独白の方法論にぞって 亦 j 巨 史 」は ， 個々の名もない「民出」の   営為がどのような 

な がぎり体系的に 論述しょうと 試みたもので ，わが国 形で一国の政治や 経済とかかわり 合 う かを問いなが 

アメリカ経済史研究の 現段階での 1 つの標準的成果で も，鈴木編著書の 構想とは別の「アメリカ 資本主義の 

あ ると評価されてよいものであ る・ いかなる社会層が 歴史 像 」を構築しょうとした 点で，野心的な 労作であ 

アメリカ資本主義の 成立と展開を 担ったか・そしてそ ったといえる・ 

れに伴っていかなる 諸問題が生起したかが ， そのなか 鈴木ロアメリカ 経済史』 1, Ⅱ， とくにⅡについて 

で 問われている   指摘されている 欠点にはいろいろあ るが，共同執筆者 

秋元「ニューディール 史 」は，鈴木編著書で 描き出 の一人として 反省を籠めて 記しておけば 共著書の性格 

されたこのような「アメリカ 資本主義 像 」とは著しく 上上むを得なかったことなのだが ，個々の章節で 部分 

異なった別の 世界を作り出した・ もちろん研究領域が 的には興味ぶかい 論点や事実の 指摘が 煤星 のごとく 含 

重 なっていないという 点が指摘されなければならな まれていながら ，それらが一体となって 1 つの「歴史 

い ・ しかし， 予定されている ア アメリカ経済史上Ⅲ 像 」に結実されなかった 点であ る． 

が 近年中に出版されたとしても ，その相違は 恐もく 歴 同じ時期のアメリカ 資本主義の動態把握をめざしな 

然 たるものがあ ろう   がら，産業 ( 製造業・鉱山柴， 鉄道業，農業苦 ) と金 

鈴木編著書を 支えて来た方法は ，「大塚史学」，           融 との関連，企業金融と 貨幣Ⅰ信用構造の 関 辿 ，資本 

的 唯物論」，「精密な 実証主義」の 3 つであ った・ これ 蓄積と労働問題の 関連，あ るいは外国貿易や 国際間 資 

が 1 つに融け合って 同編著書が書かれた・ これに対し 木取引とアメリカの 企業活動とのかかわり ，そして ア 
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メリカ史を問題にする 際にどうしても 見逃すことの 出 

来ない各州の 政治・経済と 連邦政府の経済政策とのか 

かわりなど，この 種の標準的な 意欲的著作において 読 

者の最も期待している 諸問題に十分論及し 得なかった 

こと， したがって，南北戦争から 大恐慌までのアメリ 

力 経済の発展を 取扱いながら ，産業構造，貿易構造， 

金融構造，労働市場，国際間資本移動等の 分析を通じ 

て，その発展が 究極のところ「内部成長型」発展であ 

ったこと，つまり ，基本的には 勤労民衆の自己の 労働 

に基づく生産と 蓄積が基礎になって ，資本主義が 成立 

し 発展した型の 経済発展であ ったことを明らかにする 

に留めて，政治史の 領域にまで立ち 入って言及しなか 

ったことにあ る 例えば 20 世紀初頭の「革新主義」 

の運動 (Progressive movement, l ㏄ 1-1917 年 ) の歴 

史的評価や，第一次世界大戦参加 (1917 年 ) に対する 

経済史的評価の 欠如などが指摘されよう． このことは 

鈴木編著書 1 で独立戦争や 南北戦争の経済史的意味 

が問われたこととの 決定的な相違であ った． 

これに対して ，秋元「ニューディール 史 」が読者の 

関心を惹くのは ，ニューディール 期のアメリカ 合衆国 

の動きを「民出史」，「民出運動史」を 基底におきなが 

らも政治・経済の 問題と関連づけ 多面的に描き 出し 

「民出史」，「民出運動史」を「経済史」や「政治史」 

と関連づけ， これらを一体にして「ニューディール」 

に関する総合的な「歴史 像 」に -- それもこれまでの 

通説に対する 批判的「歴史 像 」に仕上げたところにあ 

ヮ公 

歴史学は，一方で ，「一般 性 」， 「法則 惟 」， 「因果 辿 

関性 」を問う科学 ( 社会科学または 人文科学 ) の性格 

をもつものであ りながら，他方，同時に ， 同じ事柄が 

2 度繰り返し発生することのない 個性をもった 歴史事 

実を生き生きと 再現する物語でなければならないと 棲、 

は 思う． 

秋元「ニューディール 史 」は， どちらかといえば 後 

者の性格が強いように 思われるが，そうしたなかで 前 

者の試みも同時に 追求されていて ，読みだ こ えのあ る 

研究書に仕上がった． 

以下， このような総体的評価を 確認するため． いく 

らか内容に立ち 入りながら秋元「ニューディール 史 」 

の特色を多面的に 浮彫りしっ っ ，今後っ ぎつ ぎと試み 

られるであ ろう「民出史」あ るいは「民出運動史」と 

「経済史」あ るいは「政治史」の 相関の問題を 考察し 

てゆきたいと 居り ． 

11. 秋元「ニューディール 史 」の方法 

秋元「ニュー デ， 一ル 史 」は ， 僅か 5 頁足らずの終 

章を含め ， 6 つの章から構成されている・すなわち ， 

第 1 章 1929 年大恐慌とアメリカ 資本主義 

第 2 章 中西部ラディカリズムとニューディール 

一一農民叛乱から 労農革新主義 へ 一一 

第 3 章 南部農民運動とニューディール   共同 

体の崩壊と再生一一 

第 4 章 ローズヴェルト 連合とニューディールの 

経済学 

第 5 章 二 ニー ディー ルと アメリカ資本主義一一 

歴史的展望 一 
ホを 章 ぉ，片ぎき 

まず第 1 章で秋元「ニューディール 史 」は，わが国 

の研究 定む跡 づけ，整理しながら ，第 1 に， ニューデ 

ィールに関する 新川健三郎の 研究と小松聡の 研究の・ M- 

格上の相違を 対比し第 2 に， 1930 年代の資本主義的 

他界体制全般に 関する大内力と 長幸男の理解と 相違 

点を述べた後，白らの 分析視角を提示し ，それが「 ( 政 

治 ) 経済史と民出運動史 ( 社会史 ) の総合」による 新 

しい視角からのニューディール 史 研究であ ることを明 

らかにしている． 

ここで「民出運動史 ( 社会史 ) 」については 明示的に 

定義されており ， それが 1960 年代以降アメリカで 新し 

く 起 こった研究方法で ， ①「普通の人々の 生活を堀り 

起こすことを 通じて， 歴史を『 下か引 (f,om the 

bottom) 観察し 苦き直し 『知られざる 大衆』の日 

々の生活を ， 彼らの倫理的態度や 内なる信条体系の 間 

題 まで含めて描き 出すこと」 ， ②「あ る時代の歴史的 

特質の識別のため」「コミュニティを 軸とした民衆の 

日常生活」まで 立ち入って研究すること ，③「数量化 

を歴史の分野に 持ち込み」歴史を 社会科学として 捉え 

ること， とされている． 

これに対して ，「 ( 政治 ) 経済史」の定義は 明確では 

ない・ しかし本書全体の 叙述から判断して ，それが老 

者 によ         さまざまな経済政策を 導き出した政治的 

諸利害の衝突の 歴史， または簡単に ，国家の政策形成 

の 歴史と理解されているように 思われる． 

ついで秋元「ニューディール 史 」は ， 1929 年 10 月に 

ニューヨーク 株式市場で起こった 株価崩落から F , ロ 

ーズヴェルト 登場までの恐慌深化の 過程を跡づけなが 
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も ， 第 Ⅰに， フ一 ヴァ一政権 の恐慌に対処する 政策理 

念，当時のアメリカの 経済学者， とくに制度学派の 経 

済学者の恐慌の 原因と克服に 関する考え方， これらの 

処方 笘のワイ マール共和制末期の 処方 要 との相違を明 

らかにした後，第 2 に，大恐慌で 最も大きく被害 を受 

けた地域を統計的に 分析しそれが「中西部」と「南 

部」であ った事実を明らかにし 大恐悦の l- 民衆運 

動」が主としてこの 2 つの地域で起こったこと ， そし 

て，その基本路線が 政府に対する 崩落した農産物価格 

の 建て直し要求 ( インフレ要求 ) にあ ったことを明ら 

かにした． 

ここでの分析で 光彩を放っているのが ， フ - ヴァ一 

政権 後期，第 72 議会に提出されたゴールズボロ 物価安 

定法案 (Goldsborough] Price Stabillzation Bill) 審 

  議 をめぐる 聴 間食記録の分析であ る・ ここで各界 ( じ ;;. 

働界 ， 偉業団体，経済学覚 ) の関係者が，おしなべて 

物価引上げ政策を 強く要求した 事実が明らかにされ ， 

二 れとニュー デ 。 一ル期の重要政策の ェつ ， かの 金 ; ぜ ; 

柿渋 (1934 年 ) との関連が示唆された・ 

ところで第 1 章で 扶り 出された主要な 論 "@; ばつぎの 

ものであ った   

第 Ⅰはニューディールで 採用された諸政・ 策のすべて 

が，大恐慌に 直面したアメリカ 合衆国の内側から 自然 

発生的に湧き 起こった要求を 受けとめる形で   夫現され 

たものであ ったという主張であ る・ これはニ ーュデ 。 

一ルをもって 外来の思想あ るいは政策の 影響と捉える 

考え方を拒否する 手続として確認されたものであ る   

例えば 3 つの R  ( 「救済」 (Relief), 「復興」 (Re- 

construction), 「改革」 (Reform) で小されているニ 

ューディールの 諸政策のうち ，初期の政策に 属する 

「計画経済化の 要求」， 「物価引上げ 要求」， あ るいは 

「経済過程に 対する連邦政府の 介入に対する 要求」な 

どは，すべてアメリカ 国内で提起された 要求であ った 

と 主張されているなどであ る・ 

第 2 は，このような 諸要求が ， 1 つには 1929 年恐慌 

の原因を「過少消費」に 求める制度学派経済学の 理論 

的影響 と ，いま ェ つには， 19 世紀末以来継続していた 

農民層の「通貨増発への 希求」を反映するものであ っ 

たという主張であ る・ 

第 3 は，これらの 諸要求に対してフ ー ケ ア 一政権 が 

なぜ十分に対応できなかったのかの 原因分析であ る・ 

秋元「ニューディール 史 」によれば，フー プ ァ一致 

樺は ，不況期の政府による 公共事業支出が ， 桟用 と所 

得に「乗数効果」を ヴ， えることを知っていた・ しか 

し同時に，同政権 は，かかる事業が 本来州や地方自 

治体によって 行わるべき事業に 属し，連邦政府の 事業 

活動の外側の 事柄であ ることを合衆国憲法第二条第 8 

節によって知ってし、 た ．物価引上げが 重要であ ること 

も ，そのための 万策 ( すなわち通貨の 増発政策 ) とと 

もに十分知っていた・ しかし， これをあ の段階で実行・ 

に移す最も効果的方策たる 金本位制度の 廃止あ るいは 

台二ドルの交換レートの 変史 ( トルの平価切下げ ) な 

どの措置は，合出国の 伝統的な貨幣政策からしてとて 

も実行できない 無理な相談であ ることも同様に 熟知し 

ていた． 

秋几 「ニューディール 史 」は，ここに フ一 ヴァ一政 

糖と ローズヴェルト 政権 の質的な相遠点、 を見出してい 

る ． このことは，われわれにとっでもきわめて 大切な 

車夫認識だから ， しっかりと意識に 留めておかねばな 

らない． 

上に紹介した 第 1 章 と ，ひわ りる 「ローズヴェルト 

血合」 ( 組織 サ 勘者と黒人と 知識人屑との 連合 ) 成立の 

独白な意味づけを 新しい 視 " から 捉，， ; した第 4 章が， 

第 2 章あ るいは第 3 章で分析されている「民出運動史 - 

0 部分と対に置かれ ，同時にこれを 支える関係に 立っ 

た秋元「ニュー デ， 一ル 史 」の「 ( 政治 ) 経済史」の部 

介 であ るといってよい・ 

これに対して 第 5 章は，ニューディール 研究史上決 

して 虹祝 して通り越せない「革新主義」と「ニューデ 

ィール」との 関連を問うた 第 Ⅰ 節   この点について 

はのちにいま 一度立ち戻る   と， 日本の第 2 次大戦 

後の改革， とくに農地改革との 関連を示した 第 2 節か 

ら構成されている・いずれも 興味ぶかい節であ る・ 

しかし秋元「ニューディール 史 」で何といっても 

際立っているのは ， 2 度のアメリカ 留学中の成果とも 

いえる第 2 章と第 3 章であ る・ 

第 2 章では南北戦争 期 に制定された 自営農地法 

(1862 年 ) の影響の最も 大きかった「中西部」の 農民運 

動史が取扱われている・ この地域が 19 世紀後半，農民 

共済組合運動㎏ ， anger movernent), 緑 首紙幣増発 要 

水運動 (greenbacks movement), そして農業者連盟 

運動 (farmers alliance movement) という形で ， 主と 

して国法銀行制度と 鉄道業を批判しつつ 沖合した農民 

層 による 反 独占運動展開の 基地であ ったことは， ここ 

で改めて指摘するまでもない・ 

                一 。 一ア。 ニ 一 ー - ・Ⅰ一ル 史 」はこれも過去の 農民連動 
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を 強烈に意識した 上で， 1920 年代～ 1930 年代の「中西 

部 」の農民運動の 特徴を， ニューディールの 襲業政 

策， とくに AAA  ( 農業調整 法 ) と関連づけて 分析し 

ている 

第 3 章でほ， ニューディール 後期に電 要 な歴史的 鴬   

味 をもつことになる 南部小作農組合 (STFU) の活動 

を分析の焦点に 据えながら，南北戦争 二 再建期の改革 

のなかから生み 出されて来たシェアクロッピンバ 制と 

ニューディール 農政とのかかわりを 心憎いほど分析し 

た   

これまで公刊されたわが 国 ニューディール 史 研究 

で， これほど詳細に 性格上相反する 両地域の農民運動 

史が原史料を 駆使して生き 生きと描かれたことがなか 

っただけに，その 研究史上の意義はきわめて 大きいと 

いわなければならない ， 

「民出」の営みは ，通常はまさに 経済活動を中心に 

した「日常的」営みなるがゆえに ，本来は政治とは 無 

関係の次元で ， 静かに繰りかえされる 性格のものであ 

る ・ しかし「民出」の 営みは， 状況如何では ， とく 

に自らの「日常的」 は 経済活動が危機に 瀕すると意識 

された 時 ，時の権 力と正面から 対 時して，「非日常的」 

は 政治活動そのものとしても 現われてくる・「民出史」 

から「民出運動史」への 展開をこのような 論理的脈絡 

で 捉えることを 許されるとすれば ， 19 世紀のアメリカ 

政治史あ るいは社会史を 彩ったあ の「日常」と「非日 

常」の絶えざる 往復運動の意味，そして 当時のアメリ 

カの農民 (Peasants ではなく farmers) の政治運動の 社 

会・経済・政治的原因がなんであ ったかが見えてくる 

し ，同時にそれが 形を変えて 20 世紀 30 年代までもち 越 

されたことの 歴史的意義が 明らかになってくる． 

秋元「ニューディール 史 」との関連でいえば ， ニュ 

ーディール期に「中西部」と「南部」を 舞台にして 起 

こった農民運動の 性格の相違が 19 世紀のアメリカ 資本 

主義の全発展過程の 1 つの歴史的結果であ ったことが 

明らかとなってくる． 

しかし， いずれにもせよ ， 秋元「ニューディール 

史 」は，軽視することのできないこの 大変大きな問題 

を われわれに突きつけたことで ，研究史上劃期的なも 

のであ ったといってよい． 
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衆 国の歴史においては「現代史」の 枠組みが形成され 

てくる大切な 時期であ ったが， もっと大きな 視野のな 

かで捉えるとき ，この時代が 同時に金本位制度と 自由 

貿易体制で編成された 産業革命後のイギリス 中心の資 

本主義的世界体制の 解体 難 に相当しアメリカ 合衆国 

が 革命後に成立したソビエト 連邦とともに ，その再編 

成に動き出した 歴史的劃期でもあ った・ 

秋元「ニューディール 史 」は「民出史」との 関連を 

問うことに全力を 注いだ関係からか ，「ニューディー 

ル」のもつこの 第 2 の歴史的意義について ，ほとんど 

閲読していないのはきわめて 残俳なことと い わねばな 

らない． しかしそのことの 原因を「民出史」のせいに 

するのはここでは 差し控えておかねばならない・ ここ 

ではもっと大切なことをたくさん 述べておかねばなら 

ないからであ る． 

秋元「ニューディール 史 」では， ニューディール 

( 新規巻き直し ) の時期が 1933 年 3 月のフランクリン・ 

ローズヴェルト (Franklin Delano Rooseve)t, Ⅰ 88 ㌻ 

1945) の大統領就任から 1939 年末までと捉えられてい 

る ・ 1939 年が終期とされている 理由は， この年の 8 月 

に ョ 一ロ ，パで 第 2 次世界大戦が 勃発し，それに 対応 

して合衆国でも 11 月に「中立法」が 改正されて 準 戦時 

体制への移行が 始まったからであ った． 

秋元「ニューディール 史 」の方法上の 第 1 の特徴 

は ， 7 年にも及んだこの「ニューディール」の 時期の 

うち，研究史上「 ヮ一グナ 一法」と「社会保障法」の 

制定 (1935 年 ) をもって区分されている「双期」から 

「後期」への 転換 ( い わゆるローズヴェルトの「左旋 

回」 ) の歴史背景を．「民出運動史」を 土台に明らかに 

しょうとしていることであ る． 

方法上の第 2 の特徴は， この時期の合衆国における 

管理通貨制度への 移行を，「資本の 論理」からではな 

く「民出の論理」から 説明していることであ る． 

ここで本書で 用いられている「資本の 論理」および 

「民出の論理」とは ， もとより著者が 独自に用いた 用 

語であ る・ これはこれまでのわが 国 ニューディール 史 

研究で先駆者新川健三郎が「ニューディール」の 性格 

の二面性と捉えたもの ， あ るいは研究史上「双期」の 

諸政策 ( 「救済」 (Relief) と「復興」 (Reconstruction) 

に 屯点 をおいた諸政策 )    「緊急銀行救済法」の 制 

定，「民間資源保存 団 」の設立，金本位制度の 停止， 

「農業調整 法 」 (AAA) の制定，「テネシー 渓谷開発 法 」 

(TVA) の制定，「連邦証券法」の 制定，「全国産業復 
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興法 」 (NIRA) の制定， 「 1933 年銀行法」 ("," ラス・ 

スディーガル 法 」 ) の制定， 「農場信用法Ⅰの 制定， 

「公人事業局」 (PWA) の設立，「金準備 法 」の制定， 

輸出入銀行の 設立，「証券取引法」の 制定，「Ⅰ 恵 通商 

    協定法」の制定， 「連邦住宅建設 法 」の制定など 一一 

から「後期」の 諸政策 ( 「改革」 (Reform, にかかわる 

政策 )   「全国労働関係法」 @.Nat ぬ nal Labor Re, 

@ation Act: 通称「 ヮ一 ，ナ一法」， の制定， 「 1935 年 

の銀行法」 ( 連 銀の改組．を 盛り込 " だ。 の， の制定， 

「社会保障法」の 制定など   への転換と理解されて 

来た事柄を説明するために 持者によって 新たに用い，， 

才 L た 独得の用語であ る． 

秋元「ニュー デ 。 一ル 史 」では， 新川の " 。 -, 面什 り 

が「資本の論理」と「民出の 論理」の """: 面性」と 説 

明 され直され． 「左旋回」と 理 ，解されて来だものが「資 

本の論理」から「民出の 論理」への転換と 捉え 向 され 

たのであ った 

それではなぜ「ニューディール」は 金本位制度を 放 

棄して管理，通貨制度へ 移行したのか・ 

この問題は大内 プ J の研究 げ 国家 油占 資本   ,i 義 』 東 

" 大学出版会， 1970 年 ) 以来，わが国では 研究史上， 

秋元の言う 「資本の論理」で 説明されて来た． そして 

この事実 ( 」本位制度から 管理通貨制度。 の移行，は 

特別の歴史的意味を 付与されて，資本主義的世界 体 " 制 

の 古典的帝国主義段階から 国家独占資本丁 義 段階への 

移行を ボす メルクマールだとおさえら ォ L で来た・ - 一 

国際金本位制度のもとでの 通貨供給は通貨学派の 学     

説にしたがって 当該国の貨幣用金の 数 卸に 大きく規定 

されたため， " 気 過熱 難 には 輸 人の増進から 貨幣用 : 令 

の 流出を呼び起こし ， 金利を典常なほど 上昇，させる 

か，それ以前に 急激な信用調整 ( 引締め政策 ) を余儀 

なくされる． もし通貨供給が 弾力的であ れば 穏 やかな 

形で景気調整が 出来るものを ，金本位制度下ではこれ 

を 行なう二とが 出来ないために 起こる金利の 異常な 上 

早または急激な 信用調整 ( 引締め政 ") は，企業の支 

払不能 一 倒産一生産停止一失業， さらにはこれと 密接 

に絡み合って 起こる銀行の 倒産 一 銀行信用の崩壊 一 ， 

ニ，ク などといった 流動地危機を 招来させる・ 

自由競争の市場原理の 貫徹が歓迎された 白山主義 段 

階から古典的帝国主義段階であ るは㍉ ば ，この過激と 

もいえる景気調整 法は ， かえって無慈悲に ， 降魔化し 

" た 技術，設備，生塵方法の 一冊 ( 資本仁義里 " に固有 

な経済的合理主義の 貫徹Ⅰにつながる 効果を生み出す 

かも知れない． しかし 資本の葉 積と案 中が進み ， ぱ 

大企業が国民経済のなかで 大きな 役 倒を演じるように 

なっている 20 世紀初めの資本主義では ， このような妖 

気調整 策 はあ まりにもリスクが 大きすぎて， 個々の @, コ : 

大企業にとってだけでなく 国民経済全体にとっても 決 

して 最   白の力法ではなく ， むしろ回避されねばならな 

い政策となる． ましてロシアで 社会主義革命が 成功 

し， これが 諸 他の貸本主義諸国へ 波及しそうな 勢いに 

あ るときは， いわずもがなであ る・ 

したがって通貨の 供給を労働の 生産物であ る貨幣用 

金に直接リンクさせず ，それを現実の 経済活動の動き 

・に賊心させるよ う 調整すること。 すなわち人間の 叡知 

に 基づいて国民的需要に 照応する よう 管理．すること 

。 かつてイギリスで 銀行学派が主張した 政策 ) は， @.; 

大 企業の利益にとってだけでなく ，国民経済の 建 全 な 

運営上にも必要不可欠なことと   音調された・ 

かくて管理通貨制度への 移行は，資本生姜制度Ⅰの 

P     り産」と「 ボ :; 積 」と「 屈用 」の円滑な推進という 観 ， 点 

  二 れまで「 資 木の論理．」から 説明されて来た   

われわれも基本的に 二のように考えて 来た・ 

これは対して 秋光「ニューディール 吏 」ではアメリ 

カにおける管理通貨制度の 成立は，かかる「資本蓄積 

論」からではなく「過少消費税」から 説明されること 

になったのであ る・ 

秋元「ニューディール 史 」における管理通貨制度導 

人の論理はつぎのものであ った・   今日の恐悦 

。 1929-1933 年 ) は「過剰生産」からではなく「過少消 

費」から招来されたものだ・ したがって「生産の 制 

" 」が当面の政策課題ではなく ，農産物またはⅠ 業 製 

油 に 「 ;" 要 」を喚起させる 消費・ 曲要 割出政策が 柚 人の 

「探題となら ォ a ばならな。 ・ 、     
そこには 1920-30 年代のアメリカ 経済に対する 辞渚 ・ 

の次のような 車夫認識が基礎に 据えられていた・ すな 

わち， お者は ， 「ニューディール」を 経済的には「生 

産の体系」 ( しだがって「資本」の「救済」や「復興」 

が主目的となる 政策体系 ) などではなく ，「消費の体 

系」 ( したがって「民出」の 消費購買力を 増進せしめ 

る「改革」が 主目的となる 政策体系 ) だと捉え， した 

がって「ニューディール 期 」を「過剰消費」の 時代で 

あ ったあ の 1920 年代との関連で 連続して捉え ，大恐慌 

期の危機的な 物価低迷と企業の 生産意欲の低下を 救済 

する究極の方法は ，結局，「民出」の 消費需要を高め 

る 政策，直接には 労働者の貸金を 引き上げ ， 恵まれた 
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い 「民出」に生活保護を 加える政策以外になかったと 

論じたのであ る． 

このような論理的脈絡のなかで ，秋元「ニューディ 

ール 史 」では，ウォレン (George F. Warren) 亡 ピア 

ソン (Frank P. Peason) の理論に依拠して 進められ 

た ローズヴェルト 政権 による「金員上げ 政策」とそれ 

に続く「金準備 法 」 ( ドルの価値の 59% 切下げ : 1 オ 

ンスの金主 35 ドルの確定 ) 制定の意義が 評価された 

し「貨幣数量説」で 知られるイェール 大学の著名な 

経済学者アーヴィンバ・フィッシャー (Irvjng Fishe,, 

1867-1947) の通貨増発要求 ( いわぬ る 「リフレーシ 

ョン政策」 ) が強烈に意識に 留められたのであ った． 

本論文の冒頭でわれわれが 秋元「ニューディール 

史 」をこれまでのわが 国 アメリカ経済史研究の 方法と   
中身を根本的に 変えた野心的著作であ ると述べたの 

は，アメリカ 資本主義がこのような 論理で捉えられて 

いることと深く 関わっている． 

「大塚史学」の 影響のもとに 書かれた鈴木 T アメリ 

力 経済史 コ 1, Ⅱ ほ ， よく知られているように ， -- 

そしてこのことが 今日批判の対象となっているのであ 

るが   アメリカ資本主義を「内部成長型」資本主義 

の成立および 展開だと特徴づけたものであ った．それ 

は アメ 。 J 力 独自の「資本蓄積論」， 「資本集中論」を 問 

題にしたものであ った・ したがつて秋元「ニューディ 

一ル 史 」と同様に「民出」が 分析の基礎に 据えられて 

いても，かかる「民出」は「消費」するだけの「民出」 

ではなく，「勤労」の 成果いかんでは 資本家に上昇す 

る「禁欲的プロテスタント」として 描き出されてい 

た・「節約せよ」，「節約せよ」， 「蓄積せよ」， 「蓄積 せ 

よ 」   経済学でい う ，今日の「消費」を 後日まで延 

す ( いわゆる「時間選好」コ 型の「民出 像 」， したがっ 

てまた「企業者像」こそがそこで 前面に押し出されて 

いたといってよい・そしてその 点にこそアメリカ 貸本 

主義のドイツ 資本主義や日本資本主義との 相違点があ 

っ たのだと主張されたのであ る． 

「ジャクソン 期 」はいわずもがな ，南北戦争後にな 

っても，かの 農民共済組合運動 (granger movement) 

でも緑青紙幣増発要求運動 (greenbacks movement) 

でも農業者連盟運動 (farmers, alliance movement) 

でも人民党の 運動 (Populism) でも，究極のところ ， 

その底辺に流れていた「民出」の「通貨」増発要求 

は，低迷し続ける 農産物価格引上げの 要求にあ ったの 

ではなく，基本的には ジエイ ムズ・ステ ュ アート流の 

「チープマネー」 ( 低金利の投資資金の 供給増大 ) を 目 

的とした運動 ( 「中西部」の 農民運動 ) ないしはその 

変種としての 高利貸貸本からの 自立運動 ( 「南部」の 

農民運動 ) と捉えられて 来たのであ る・だからこそ ， 

かかる「民出」の 経済活動があ の時期直接に「 反 独占 

運動」と結びつき 得たのであ った． 

これに対して 秋元「ニューディール 史 」では，「生 

産」及び「蓄積」は「資本の 論理」，「消費」は「民出 

の論理」として 分解されてしまっているのであ る． 

19 世紀の後半， とくに世紀交替 期 になれば，いかに 

経済的「機会の 均等」を唱えてみても ，アメリカの 

「民出」がカーネギーやロックフェラー 並みの大富豪 

に上昇する機会は 途絶えていたのであ り，その限り 

で「民出運動」そのものの   性格も ， 「ジャクソン 期 」 

のものとはまったく 異なったものとなっていた ， しか 

し，少なくとも 19 世紀末のポピュリズムの 運動では， 

幻想にすぎなかったにせよ ，まだ「生産」と「蓄積」 

こそが「民出」を 動かすモティヴェイションであ った 

ことは確かだしそれゆえにこそ「民出」が「ジャク 

ソン 期 」以来の農民運動のいわば 定型的パターン「 反 

独占運動」のエネルギーを 提供し得たといえよ う ， 

いずれにもせよ ， アメリカにおける「管理通貨制 

度」の成立を「資本の 論理」 ( 「資本蓄積論」 ) からで 

なく，「民出の 論理」 ( 「過少消費論」 ) から論証しょう 

とした成果は ，議論そのものとしては 納得のゆかない 

ものではあ るが， 20 世紀のアメリカと 19 世紀のアメリ 

力 め 決定的な構造上の 相違を「民出」の 意識の面； ) ら 

提示したものとして ，評価されねばならない 論点とい 

える   
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これまで「ニューディール」に 関しては， 第 1 に 

「革新主義」との 政治的・思想的関連を 強調し，「ニュ 

一 -- フー 。 イ 一ル」の「革新性」を 浮き上がらせる「革新主 

義二ニューディール 史学」の評価 ( 例えば A,thur 

Schlesinge,, J,., 7%" 九郎 が穴 00, ㏄ eZf, 3vols., 

Boston 1957-60 L 中屋健一 監訳 『ローズヴェルトの 時 

代』 へ りかん 社， 1962-66 年コ に 代表されるそれ ) が 

あ り，第 2 に ， 「ニューディール」を 本質的に「保守 

的」なものとして 19 世紀のアメリカから 連続したもの 

として捉える「コンセンサス 学派」の評価 ( 例えば， 
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Ⅱ u お Hartz,  7.7z 。 ， L め 。 ， /.,17  y,.a,7 れ i0 Ⅱ㎞，・ 1 州・ c/./ 。 " ば ， 

N  eW  Y0rk  l955[ 有ぢぎ 貞 ・松平此此 訳 " アメリカ，は 

山主義の伝統 d, 有情・ ; に， 1963 年 ;  T 血 masC  .Cocl]ran, 

Ⅰ・ /iu  ユノ /4e/ 五   %@  几 /s//@, が ぢ J,, 「 (,l/@,  C.aml)rid は e  1957 

( 中川 @-- 卍 Ⅱ n@ 点 Ⅳ 児代のピ ンネス・システム」，東京也 

版 ， 1959 年 刀 があ り， 第 3 に近年のアメリカの 研究 

・にみられるように ，「ニューディール」の「改革」の 

限界を， 「コシセンサス 学派」とは 避 った形で明らか 

にし，今日のアメリカを 性格づけようとする - ニュー 

レフト・ ビ 用尺」の主張。 例えば， Bart ㎝ ] Ⅰ． BernStein, 

ed  .,  「・ uwar.(is  Al  N, れ v  Pa は ． New  York  l967  : 

A 叫 ，Ⅲ 血 m  A  .  W4, Ⅲ 油 ms,  ゲ乃 。 (@o ノ uJtu ノ u/t,  が， ¥n/l 。 ， /.ic. び Ⅱ 

Hfistol: Ⅴ， Clevelandl  1961)  があ る． L このような学説 

紹介は， 例えば斎藤 典 ・新川健，， 郎 「 二 ・ ユーデ 。 一 

ル 政策の展開」『岩波 溝巫 仙界歴史」 27, 現代 4, 

1971 年， pp.371-373, を参照 ノ ・ 

こうしたアメリカ 歴史学界の「ニュー デ   ，一ル」，   l; 

価のなかで． 秋元「ニュー デ ，一ル 史 」 は 「ニューデ 

ィール」に対してどのような 評価を与えでいるのだ る 

ぅか ・ 二 れまで考察したところか わ でもかなり明らか 

になったが， 以ド 秋元「ニュー デ， 一ル 児 」の い わ ぱ ・ 

バ ，クボー ンと 呼ばれてもよい 第 2 車および第 3                   

より突っ込んで 考察しながら ， 蝦終 的に雁足してゆ。 

ことにしょう． 
  

その前に， 第 5 章第 1 節「     弔     新主我とニュ - デ : 一 

ル」のなかで 巧者が 捉ボ している「ニュ - デ， 一ル」 

Ⅰ ャ   H 血の際の・ 7 ， つの 悦 ， 1,1 、 を検討しておこう・ 

3 つの 睨， " とは，第 1 は ， 「エリートと 人出のそれ 

ぞれの行動の 交 錨 過程としで歴史を 捉え " 」 睨 ， " であ 

る ，第 2 は，「不可避的に 加速化しつつあ った貸本   J; 

俺の組織化，の 視点であ る，第   3 は，， - 現代 禰 杜国家 

化」の 睨   。   であ る． 

この 3 つの評価温点 は ， アメリガの歴史学界で 問題 

にされて 来 た「革新」 か 「 休 ， 、 ヂ 」かの評価視点とは -- 

" を 劃していることに 注意されねばならない． 「ニュ 

ー デ 。 一ル」こそ， 19 世紀末以来進んで 来た貸本主 韮 

の 「組織化」の 傾向を確立し ， 同時に急速に「福祉国 

物 - % 」 @ への転換を導き 出した劃期だという 事実認識一一 

この車夫認識はわれわれも 止しいと思 う -    が 大前 捉 

におかれて い て， こうした事実を「革新」と 捉えるか 

「保守」と捉えるかの 価値判断からは 距離をおこうと 

する姿勢がはっきりと 打ち出されている、 : 、 った 力が 

適切かも知れない・ 

それよりも 臥几 「ニューディール 史 」では，むしろ 

このようなプロセスを 推が推進し，その 結果何が導き 

出されたかの 力 に， より以上の関心が 払われている． 

  この接近 ノ J 法も正しいとわれわれも 思う   ・ こ 

こでもまた「資本の 論理」と「民出の 論理，」という 概 

金札 胃 が駆使されており ，後者に力．。 、 がおか メ t てい 

る・ 。 この " Ⅲ。 については後述 ). 

秋元「ニュー テ， 一ル 史 」の設定した 上記 3 つの 睨 

．。 1 を意識を留めて ， 以ド ，第 2 章から考察してゆくこ 

ヒ にしよう． 

農民連動止 か 取扱われた第 2 章および 簗 ， 3 車ては， 

次ぎの 4 つのテーマ．すなわち ， ュ 「中西部」および 

「 由耶 」の 曲 民也 動 を指時した活動家とその 理念， 2 

機 氏 通勤の組織， ③姓氏運動の 目的， そして 4 これ，， 

の辿 外政府㈹政策とのかかわりと 影響が考察さ iL た   

第 2 章では， まず 第 1 に，「中西部」の 農民連動で 

求められ・ た 「救済策」と ，現実に連邦政府の 行なった 

農業救済策の ズレ が問題にされ ， これを詳細に 分析し 

た上で， なぜ ; 中西部」では ， それにも拘らず 連邦政 

府の腱 業 政策で、 農民運動が急速に 退潮したかの 原因 

" 問われた・ ついで第 2 に． この時期の「中西部」の 

撲民 運動が基本的には 民主党にも共和党にも 批判的な 

「 民 " 運動」であ り， 出時アメ。 ソカ で 拾頭 した社会主 

我あ るいは労農革新上玉の 影響をつよく 受けたもので 

あ りながら，結局はⅠ 9 世 紀人の人民党のごとき 第三党 

に結 柴しなかったのばなぜかが 問われた． 

恐慌 斯 の「中西部」の 農民運動で要求されたものは ， 

  埋 産物に対しても ，Ⅰ 業 製品価格や鉄道連 貨 ，公益事業 

料金 ( 定気・ ，で樺 ) 等 と同様， コストを補償する 価格 

( 生巾費 補償㎜ 洛 ) が適用されなければならないという 

素朴であ るが基本的な 要求であ ったと持者はい う ． 例 

えば，全国農民組合 (Nat わ nal FarmerS U ㎡ o1l, NF し，， 

の会長職にあ ったジョン・ A . シンプソ シ (Jol)n A. 

SimpSon) のような農民運動の 指導者は， このような 

補償価格は通貨の 増発   」・ ルの 切下げに よ る通貨増 

発   によってのみ 実現 吋能 だと考えた． 

ところがローズヴェルト 政権 の現実に打ち 出した農 

業救済策は， 「襲業調整 法 」 (AAA, 1933 年 ) であ っ 

ヰ ， ‥ - 

農民運動の指導者， 例えば農民休日連盟 げ a,n 、 e バ 

Holiday  AssoCiation,  FH 助の f 旨 導者マイロ・ リ一 

ソ ㎝ 皿 。 :l Renu) は， 当面する「中西部」農業の 窮 
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境 ，例えば農場抵当解除に 追い込まれている 状況は， 

基本的には農産物価格の 崩落にあ ると認識し，現今 

「連邦準備 局 によって支配されている 通貨管理権 」の 

連邦政府に よ る奪還とその「民出」の 利益になるよ 

うな運用   例えば，「通貨発行権 をもった州法銀行 

網 」の整備や ，ア一 ヴィン・フィッシヤ 一 の 提唱した 

「証紙紙幣 案 」の構想の実現 --- を 求めた． 

しかし ローズヴェルト 政権 は，農民の窮境が 基本 

的には農産物の「過剰生産」によってもたらされたも 

のだと理解し ，減反政策と 巨額の政府交付金撒布政策 

(AAA) こそ最良の政策だと 考えた・ 

ところで，ここで 引続き秋元「ニューディール 史 」 

第 2 章の論理を追いかけてゆくためには ，われわれは 

伏線として 19 世紀末から 20 世紀初めにかけて 合衆国で 

起 こった急激な 社会変化，すなわち ，巨大企業の 成立 

と展開，農村コミュニティの 破壊，「都市化」の 進展 

という歴史事実に 加えて，「新移民」と 呼ばれている 

東欧，南欧人の 流入，帰化を 制限された中国人， 日本 

人， フィリピン 人 ( ただしフィリピン 人は合出国市民 

権 をもたないアメリカ 国民 (national) と位置づけら 

れた ) などアジア系移民の 流入，そして 第 1 次世界大 

戦中ヨーロッパ 移民の途絶中に 起こった黒人の「南 

部」から「北部」への 大量移動等々の 歴史事実をしっ 

かり意識し直しておか ぬぼ ならない・ 

「禁酒条項」が 合衆国憲法に 盛り込まれたほど ( 全 

く外面的で， しかも形骸化された 形のものにすぎない 

のにプロテスタンティズム 禁欲倫理のいわば 象徴的存 

在として．憲法修正筆工 8 条， 1919 年 ), 1920 年代が他の 

どの時代にもまして 保守的臭気の 漂う「アメリカニズ 

ム」 興 揚の時代であ ったといわれる 背景には， このよ 

うな激変ともいってよい 社会変化が横たわっていたの 

であ る． とくに数多くの ，英語を話せず ，プロテスタ 

ンティズムとは 馴染みのない 信仰と習慣をもった 移民 

や ， WASP のこれまで蔑視し 続けて来た黒人が ，合 

衆国の経済的存立に 欠くべからざる 重要な存在として 

大きく浮上し 始めたというこれらの 社会変化は， 

WASP にとってきわめて 衝撃的なことであ った・か 

れらはそれを 資本主義の発展によって 導き出された 伝 

統 的な合衆国の 政治・経済・ 社会構造の「危機」だと 

受けとり， これに対応しようとしたのであ る・ いわぬ 

る 「革新主義」の 時代から 19204 代の合衆国における 

思想的激動の 背景には， かかる社会変化に 対する 

WASp の危機意識が 底流にあ ったといってよい   

秋元「ニューディール 史 」は，このような 社会変化 

を十分意識していた・そしてこの 重大な歴史事実に 基 

づいてこの時期「中西部」に 起こった過激ともいえる 

農民運動の性格分析を 行ない，「ニューディール」の 

2 つ政策，「農業調整 法 」 (AAA, 1933 年 ) と「全国 

労働関係法」 ( 通称「ワークナ 一法」 1935 年 ) によっ 

てこの農民運動が 急速に色 腿 せていった原因をみごと 

に 解明したのであ った・「中西部」の 農民運動あ るい 

はこれと結びついて 展開したウィスコンシン 州の「 労 

農 革新主義」の 分析に，「階級」的視点だけでなく「 ・・ ・・・ 人 ・ 

・ 種 」 ( エスニシティ ) 的視点を加味することによってて、 ・・・ 

あ る． 

ここで分析の 対象とされたウィスコンシン 州の「民 

衆」はたしかに「階級」的視点からすれば「農民」 ま 

たは「組織労働者」であ った・ しかし 「人種」的視 

点に立ってその 出生をみれば ，かれらの主力をなした 

農民はヤンキ 一の支配に不満を 抱いた貧しいスカンデ 

ィ ナビア系農民であ り， ウィルソンの 戦争政策に幻滅 

した比較的富裕なドイツ 系，スイス系の 農民であ っ 

た   

分析の主要対象地であ るウィスコンシン 州でも， 当 

然「都市化」の 動きがあ った． ミルウォーキーを 中心 

に工業都市化が 進展していたし それに伴って AFL 

傘下の「組織労働者」が 形成されていた・ 

研究史上地方の「革新主義政治」のモデルケースと 

も考えられているかのウィスコンシン 州の「革新主義 

運動」の支持者は ， 実はこうした「民出」 ( 農民と組 

織労働者 ) であ った・ 農民は「よりよき 農業， よりよ 

き 経営，そしてよりよき 生活」をめざして ，例えば フ 

・ ァ一 マーズ・ユニオンのごとき 協同組合を組織してい 

た． この農民団体こそ 恐慌 期 に生産費補償価格を 求め 

てミルク・スト ( 農民休日運動 ) にかかわっていた 組 

合であ る． 

秋元「ニューディール 史 」は， このような背景のな 

かで， ラフォレット 父子 ( ロバート，ラフオレット 1 

世 CRobert M. La Follette, Sr,l; ロバート・ラフォ 

レット 2 世 CR.M. La Follett, Jr コフィリップ・ラ 

フォレット CPhilip F. La Folleto)) の「革新主義政 

治 」と「民出」とのかかわりを 問い， ラフォレット 父 

子の政治に撲き 足らぬラディカル な 「民出」の， もっ 

と過激な革新党内団体「労農革新連盟」 (Farmer 屯 a- 

bor Progressjve Federation, FLPF) への結集の原因 

を 論じ，同連盟の 歴史的役割と 崩壊過程， さらにはこ 
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#L らの動きとラフォレット 2 世らの政治とのかかわり 

を明らかにして ，やがて「ニューディール」末期にウ 

ィスコンシン 州から「革新生 糞 」そのものが 急速に退 

潮していった 原因を分析したものであ った・ 

主として ウ ，スコンシン 州を対象に分析された「 中 

西部」ラディカリズムは ， かくて秋元「 二 ・ ユー ディー 

ル 史 」によれば， 1 つは「減反政策」によって 利益を 

享けることになった 土居農民居の「日常   件 」への回帰 

のため， いまひとつには ，「ワーバナ 一法」によって 恩、 

恵を受けることになった 都市の組織労働者の 充足感の 

ため脱落者を 生み出し そのすべてから 取り残された 

下層農民層を 孤立化させ，その 結果として一時は 強力 

な民衆運動であ った「労農革新主義」そのものを 完全 

に分裂させ， 自分たちの要求を 全体として貫徹させよ 

うとする本来の 第三党結成の 実現を阻んだのであ る・ 

そして最後は「 民 " 」をローズヴェルト 民主党支持派 

( 上層農民と組織労働者 ) と共和党支持派 ( 下層農民 ) 

に分解させ，そのいずれをも「日常性」の 世界へ辿れ 

灰 すことになってしまったのであ った   

第 3 章は大小 9 節がら構成されているが ， 内容から 

みて 4 つのパートに 分けて考えた 方がよい・ 第 1 は奴 

隷制プランテーシコンの 解体 - 再編過程で成正した シ 

エ アクロ，ピンバ 制の， 1929 年恐慌およびニュー デ Ⅰ 

一ル農政 ( 農業調整 法 ， AAA) によって被った 影響を 

考察した " 一ト ，第 2 は AAA の政策反対のため「南 

西部」 綿作 諸州で結成された「南部小作農組合」 

(STrFU) の組織と運動を 取扱ったパート ，第 3 は 

STFlJ の活動に刺激されて 連邦議会で取上げられた 

「小作農救済政策」の 歴史的地格を 問題にしたパート ， 

第 4 はこれら一連の 動きと関連して「南西部」 綿作 諸 

州で成立した 実験的な「協同農場」を 分析した， 一ト 

がこれであ る． 

1929 年恐慌に直面した 段階で「南西部 - 縮 作 諸州ば 

いったいどのような 経済状態におかれていたのか ， 問 

題をこのように 立てながら秋元「ニューディール 史 」 

は読者にいま 一度今から取扱おうとするニューディー 

ル 農政を南北戦争Ⅰ再建期の 政策や 19 世紀末の「 ボ ピ 

ュリスト」の 運動と関連づけさせる・そしてニュー デ 

Ⅰ一ル農政 (ALAA) が「中西部」に 対するのとは 全く 

違った経済的効果を「南西部」 綿作 地帯に与えたこ 

と， したがってまた「南西部」の 燵民 運動の他 格 t,, 

これによって「中西部」のせ ，のとは若しく 異なったも 

のになった歴史的背景を 明らかにしたのであ る． 

南北戦争 二 再建後成立した 暗くて重苦しい「南部」 

社会の基礎を 形作ったシェアクロッピンバ 制度は， 

1929 年恐慌とそれに 続 くニューディール 農政 (AAA) 

によって決定的なダメージを 受け崩壊することになっ 

た ． 第 1 は，第 1 次世界大戦から 始まっていた「労働 

フ J 市場の全国化に 伴う農人労働力の 移動可能性の 現・実 

化」によってシェアクロッピンバ 制 成立の重要な 要 せ i, 

であ った「南西部」における 労働力滞留の 条件が崩壊 

したこと，第 2 は第 1 次大戦以降進展したアメリカ 綿 

の世界市場に 占めるシェアの 漸減傾向が， 1929 年恐慌 

後に進んだ覚国為替市場におけるドルの 相対的安定と 

他国通貨の切下げ ( 綿花の輸出競争力の 低下 ) によっ 

て拍車がかけられ ，輸出の低落と 価格の暴落に 見舞わ 

れ だこと，第 3 は，この「南西部」 綿作 ; 不況に対する 

対策として採用された AAA    減反政策とそれに 伴 

う巨額な政府交付・   結 撒布政策   が， プランタ一によ 

る小作人吉シェアクロソ パ 一の解雇とトラクターを 主 

とする機械化農法促進につながったこと ， これであ 

の @ 

とくに第 3 に掲げた原因は 連邦政府の政策が「民 

衆」に   ビ のような影響を 及ぼしたかに 関する問題であ 

っただけにきわめて 重要な意味をもつものであ った と 

著者は言う， AAA こぞ，まさにこの 永久に崩壊しな 

いとも考えられていた「南西部」 綿作 諸州の伝統的な 

農地制度，かのシェアクロッビンバ 制度の壊滅に 決定 

的な形でイン " クト を 宇 えた政策であ った・ " 一ト 2 

で取扱われる 小作農 二 シェアクロッ " 一の組合，かの 

南部小作農組合 (STFU) の勃興は ， 他でもなくこの 

政策のもたらしたドラスティックな 結果に対する 反対・ 

運動であ った・ これは決してⅢ人出身による「自己解 

放政策」であ ったわけではない・それはかつてアイル 

ランド農民を 放逐した「上地の 活 捕 」政策に匹敵する 

政策であ った・ 

H.L. ミッテ エ ル (HarrV L. Ⅳ litchell) などによっ 

て指導さ ォ t た STFU は，秋元「ニューディール 史 」 

によれば，「組合員の 資格を比較的オープンなものに 

して南部プランテーション 社会の下層農民を 幅広く糾 

合した」「当初から 地下組織でない 組織」として「ポ 

ピュリズムの -.- 人中心であ った南西部」を 基盤に「ア 

メリカ社会党の 伝統を引き継いで 登場した」団体であ 

つ /@" @   

1934 年 7 月アーカンソーⅢⅡ 法 下で合法的団体として 



42@ (42) 横浜経営研究 第刃巻 第 1  号 (1990) 

認可されてから 急速に発達し． 1935 年秋の綿摘み 期と 

1936 年春の除草 期に 2 度 大 がかりなストライキを 行な 

って小作農Ⅰシェアクロッ " 一の賃金引上げに 実績を 

挙げて勢力を 伸張させ， き 引こ当然強まった「南西 

部」地主社会の 激しい 反挨を捺 ねかえし次第に 土地 

の 再分配を求めるラディカル な 政治運動を展開してい 

ったもので， この点に「中西部」農民運動との 性格上 

の根本的相違が 見られた． 「中西部」では AAA が農 

民運動を終息させた． しかし， 「南西部」ではその 減 

反政策と政府交付金の 撒布政策が農民運動に 火をつけ 

たのであ る． 

以上の分析に 加え， この運動の 1 つの目標ともいう 

べき STFU の「土地改革論」に 綿密な分析を 加えた 

こと，そして 1936 年 1 月 STFU 第 2 回大会で採択さ 

れた「 新 ホームステッド 法」の歴史的意義を 確定した 

ことで，秋元「ニューディール 史 」は研究史上際立っ 

て大きな貢献をなしたといってよい． 

STFU の「 新 ホームステッド 法」は ， ①農地の獲 

得・管理と統制のための「全国農地公社」 (National 
AgricuItural Land Authority) の設置，②あ らゆる形 

態の小作制度の 廃止， そして③公社によって 獲得され 

た土地の個々の 農民または協同組合バループへの 借地 

による新たなホームステッドへの 定住を主目的とする 

提言であ った・ 

しかしここで 注意されねばならないことは ， STFU 
． ト ，ステ ，， ． ァ 。 @ 

が決して 1862 年制定の「自営農地法」の「南部」版 

を提案したものでなかったことであ る・ トラクターを 

始めとして農業機械の 使用が一般化しつつあ る 1930 年 

代のアメリカ 農業の現状を 踏まえた 時 ，公有地の小農 

地への分割はアナクロニズムでしかないからであ る・ 

したがって STFU の提言した「 新 ホームステッド、 法 」 

は次の性格のものとなった・   農業に適するすべて 

の土地が合出国国民の 共有財産であ ることを 調 い上げ 

ること．そしてすべての 土地なき農業労働者を 借地を   
通じてホームステッドに 定住させるよう 連邦議会に要 

請すること，これであ る・だがこの 政策提言は連邦議 

会で受け入れられることはなかった・ その代りに，連 

邦議会はもっと 穏健 で 妥協的な「小作法」 ( 後述 ) を 

制定したのであ った・ 

STFIJ の活動は決して 長くはなかった・ さらなる 

発展をめざした 産業別組合会議 (Clo) への加入が生命 

取りとなった． この加入が STFIJ 指導者間の内部分 

裂と亀裂を深め ，一般組合員の 土気の低下を 招いて， 

最終的には最盛期 300 を越えた支部を 49 ほどに激減さ 

せ組織の解体を 惹起したからであ った． とはいえ， こ 

の 運動は， ニューディ 一ル「後期」に 制定された前出 

「小作法」 (1937 年 7 月 22 日 ) に大きな影響を 及ぼした 

ことで特筆すべき 地位を占めていると 茗 者は言 う   

ところで「小作法」については 秋元「ニューディー 

ル 史 」は必ずしも 積極的評価を 下していない． むしろ 

それを「妥協的」地格のものだと 評価した その理由 

は ， l- 司法がアナクロニズムの   性格しかもたない「自作 

農創設」政策を 主軸にするものだったからであ る． 

それゆえにこそ ，秋元「ニューディール 史 」では， 

STFU の運動のいまひとつの 到達 点 、 ともいうべき 実 

験的「協同農場」の 分析により多くの   間熱が傾けられ 

た   

「南部」農民運動分析の 最後の ，一 ト一一実験的な 

「協同農場」の 考察では，著者はこれまでの 第 3 章の 

分析のすべてをべ ー スにおいて， 1937 年制定の「小作 

法」のもとで 進められた政府主導の「協同農場」 ( 例 

えばアーカン ッ一 州のダイス・コロニー (Dyess Colo- 

ny コ など ) と STFU の影響下で設立され 民間の「 協 

同農場」 ( 例えばミシシ ソビ 州のデルタ ニ プロヴィデン 

ス協同農場 ) を対比的に描き 分け， 両者の歴史的意義 

を詳細に分析した． 

  著者のこの分析でわれわれは ， シニアクロッピンバ 

制度解体後に 再編成されるアメリカ「南西部 ¥@ 川にお 

ける農業改革の「 3 つの道」の帰趨をあ る種の感慨を 

おもってみることが 出来る．第 1 の道は，もちろん 先に 

みた AAA の結果創出される 農業機械と賃金労働者 

をとり入れて 合理化を推進してゆく 資本主義大農場 形 

成の道であ る・第 2, 第 3 の道は以下に 考察される． 

ここで提示されている「 3 つの道」は決して「理論」 

の問題ではない・ 「歴史」そのものであ ることに 留曲     

されたい． 

連邦政府 ( 耳 植民同と農場保障局 (Farm  Security 

Administration, FSA コ および初期の 緊急救済局 

(FERA コ ) 主導の「第 2 の道」は，個人ホームステッ 

ドの集合体としてのコミュニティ 形成であ った・ 著者 

は，「大規模耕地を 共同で開墾・ 耕作して， その利潤 

を 分配する協同農場方式のプロジェクトは ， 200 近く 

あ ったコミュニディのうち 27 とも， 15 とも， あ るいは 

13. とも数えられているが ， いずれにせよごく 少数派」 

だったことを 確認している．つまりこれらの 協同農場 

事業は「生産協同組合」ではなかったのであ る・ 
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このことはすぐ 後にみる民間主導の 協同組合の場合 

との決定的な 相違であ った． 

ここで「個人 ホ、 一 ムステッドの 集合体どしでのコミ 

ュニティ」とは ，厳格な資格審査のあ とに家族構成員 

数に応じて 20 ないし 40-L 一力一の 耕 ・地を刮 り 当て も #, し 

た 人々によるコミュニ テ 。 であ る． 

秋元「ニューディール 史 」は， このような政府主桶 

の協同農場育成政策について 次のような評価を 与 - えて 

いる． 

「 FSA のかかる協同農場事業が げ 出人日 作ぷぎ 」創出 

にあ る程度の役割を 果たしたことも 事実であ ろう． し 

・かしながら ， ・…‥それらが 南部の既存の 農地の T 再分 

配を伴わない 限り， 南部の小作農や 農業労働 堵   ， そ 

してシェアクロッ ， ; 一 を五 ・・ ミ体 ， として「 ・・ 円 ・・ 7 年 農ィヒゴ ， ・ ・・ する   
ことは不可能であ った・ そこにニューディールの 小 f,f, 

農政策の妥協ほり・ 性 ・格が現われていた」 ( 傍 " は 原文 ) と・ 

これに対して「第 3 の 道 」，すなわち ， STFU の影 

響のもとで成立した 民間主導の「協同農場」の 形成は 

どうであ ったか． 

ミシシッピ州のデルタニ ％ロヴィデンス 協同農場 

(1936 年から 1938 年にかけて成立した 双生児的農場 ノ 

は ， 秋元「ニューディール 史 」によれば， 「アメリカ 

社会党の理論天蛾 の " 味 ばかりでなく ， 、 時の南都に 

とりわけ強い 頓阿としてあ ったプロテスタントの 改革 

者たちの社会的実践の 側面をも色濃く」纏った 実験農 

場であ った． 5 人の「信託理事会」の 構成メンバ一のな 
かに， 神学名で農場理事会の 議長をつとめた ニ ーバー 

(ReiI 、 h ㎡ d Niehuh め ，社会主義者でテネシー A 心学メン 

フィス校の生理学教授であ ったアン " ソシ (T Ⅰ "il Ⅱ am 

R. Amberson), 長老派の牧師で 農場の経営責任者で 

あ ったフランクリン (Samuel H. Franklin, Jr.), 

YNICA の指導者で熱烈な「社会的 偏ま 主義 -l であ っ 

た エデ r (Sl]erwood Eddy) が参加していたからであ 

プの 

多くの政府主導の「協同農場」と 異なって「生産者 

協同組合 _l(Producers  cooperatiVe)  と「消費者協同組 

合」 (consumers  cooperatjve)  と「信用協同組合」 

(credit  cooperative)  の 3  つの機能を兼ね 備えたこの 

協同農場は， しかし，決して 順調な発達を 示すことは 

なかった， 最終的に失敗した 最大の原因は ，秋元「ニ 

ューディール 史 」によれば，参加者が「自己規律」の 

経験をもたず ，責任あ る共同体参加の 経歴もない， た 

だ既仔の プランテーションを   放り出した人々の 集まり 

であ ったこと， したがって，農場経世の 井能率は避け 

られないものであ ったこと， しかもこれらの 参加者 

は，利益が意図したほどでなく ，配当が十分でないと 

知ると， 同 ちに不満を爆発させ ，他のブランテーショ 

ンからの勧誘があ れば，あ るいはまた第 2 次大戦中の 

軍事動員化に 伴う雇用機会があ ればあ っさり見切りを 

つけてこの協同農場を 棄て去ったことにあ った・ 

指導者が使命感に 溢れて行動したのに ，参加した姓   
氏がいわば生活上の 必要から参加したに 過ぎないただ   
の人であ った， この種の運動にどこにも 見られた一般 

的傾向が， STFIJ の影響を受けたこのような 実験的 

「協同農場」を ， 敗に終らせたのであ った． 

さて， ここでわれわれは 本来の課 窩 ， _ 立ち 憶 って， 

秋元「ニューディール 史 」の研究史上の 思義を確定し 

ておかねばならない． 

何よりも指摘しておかねばならないことは ，本所・究 

がこれまでの「ニューディール」研究とはまったく 別 

の 視点から分析を 進めたすぐれた 研究だったというこ 

とであ る・ とくに第 2 章，第 3 章の詳細な内容紹介か 

らも明らかなように ， 「ニュー デ 。 一ル」の諸政策， 

例えば「金準備 法 」， 「農業調整 法 」、 「小作法」などが 

1929 年恐慌から「ニューディール 期 」にかけて「中西 

部」と「南部」で   起こった「農民運動」と 関連づけら 

れて詳細に議論されたことの 研究史上の貢献はきわめ 

て大きいといわねばならない． 

しかし， エピソードが 豊富に盛り込まれて い て ， や 

や ともすれば論点が 拡散しそうになる 本 研究の論旨 

を，全体を通して 辛抱強く 跡 づけた いま ，秋元「ニュ 

ー デ 。 一ル 史 」の難点ともいわるべきものが 同様に胸 

中を去来したのも 事実であ った・ 「民出運動史」を 正 

面から取扱った 第 2 章，第 3 章ならともかく ，第 1 

章 ，第 4 章を読んだ読者は ，なぜかくもすべての 政策 

が， いかに本書が「民出の 論理」を復権 させる形での 

「 ( 政治 ) 経済史と民出運動史 ( 社会史 ) の総合」を 標傍 

した研究 (p. のだったとはいえ ，「民出運動」の 観 " 、 

から「民出の 論理」だけで 説明されねばならなかった 

のかに疑問をもったことだろう． 胸中をよぎった ね d.   も 

われの疑問もそれであ る・ 

そこで， いま一度，先にも 触れた 苫 者の「ニューデ 

ィール」評価の 3 つの視点を想い 起こし これに 基，づ 

いて下された 評価を考察しておかねばならない・ 

第 Ⅰは「エリー。 と大衆のそれぞれの 行動の交錯 過 
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程 として歴史を 捉える視点であ る．第 2 は，「不可避 

的に加速化しつつあ った資本主義の 組織化」の視点で 

あ る・第 3 は，「現代福祉国家化」の 視点であ る． 

たしかに秋元「ニューディール 史 」では第 5 章第 1 

節でそれなりの「評価」が 与えられている・ 

第 1 の視点からは「ニューディール」は ， 「より大 

衆的叛乱に近かったポピュリストの 時代と， より多く 

エリートの改革運動に 彩られた革新主義の 時代の延長 

線上にあ って」，「両者が 合流した性格」 (p.3 ㏄ ), つ 

まり「階級的区分を 越えた社会的連帯」運動 (p.387) 

と 評価された． また両者の合流の 物質的基盤について 

も大切な指摘がなされており ，種々の業種にみられた 

独占的大企業に 対する「消費者．納税者，および 市民 

の草の根連合」 (pp.387-388) であ ったと強調された・ 

第 2 視点からは「ニューディール」は ， 19 世紀以来 

続いて来たアメリカ 資本主義組織化の 確立 期 と評価さ 

れた． すなわち． 「 19 世紀末期のポピュリストの 運動 

はより多くの 分野に連邦政府が 介入することを 要求」 

し ， 「積極国家」を 攻める大衆の「下から」の 動きを 

体現するものであ った・ 「革新主義」の 運動は， 企業 

の「独占化，巨大化を 不可避な傾向と 見なしながら 

も，アメリカ 史上初めて企業の 経済活動やその 社会的 

諸結果にたいして 規制を行うことによって ， アメリカ 

資本主義の官僚制化と 組織化への第 1 段階を特徴 づ 

け 」 た 運動であ った． これに対して 1920 年代は，事業 

者団体のより 一層の組織化が 進んだことで 特徴づけら 

れるし 1930 年代は ， 残された「有力な 社会集団であ 

る農民や都市労働者たちが 大衆的組織化への 強力な一 

歩を踏み出」 し ，「社会・経済的・ 『拮抗力』を 獲得」 

し 「彼ら自身が 組織資本主義の 不可欠の要素たるを 

誇示」したことで ，「アメリカ 資本主義の組織化の 第 

2 段階」を画する 時代であ った (p. 386) と評価され 

た」． 

第 3 の視点からは「ニューディール」は ， ドイツ や 

イギリスでは ，「資本主義がその 帝国主義的進出を 強 

める過程で早くも ， 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて 

社会保険制度の 開始などで先行したのに 対して，アメ 

リカのこの面での 出遅れがニュー デ 。 一ル期への 積残 

しの課題を山積せしめ ，その改革をより 劇的な形にし 

・ た 」と評価された・ (p.386) 

しかしわれわれは ，これら 3 つの命題がしへずれ 

も，著者のいわゆる「民出の 論理」からのみ 導きⅢ さ 

れた命題にすぎず ， したがって，われわれの 抱く「 二 

ユー ディール」の 歴史 像 とはかなり異なったものであ 

ることを目覚せざるを 得なかった．以下この 問題につ 

いて若干考察しておかねばならない・ 
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秋元英一「ニューディール と アメリカ資本主義一一 

民衆運動史の 観点から   りを読み終えたいま ， 最後 

に本論文を締めくくる 形で「民出史」と「経済史」の 

相関の問題を 考えておかねばならない・ 

秋元「ニューディール 史 」で正面から 取扱われた 農 

氏を含め， 工場労働者， 黒人，移民， インディアン 

等， 19 世紀末から 20 世紀はじめのアメリカ 社会におい 

てどちらかといえばポジティヴに 位置づけられて 来な 

かった人々を 総称して「民出」と 呼び， これらの人々 

の日常的営為を 対象として「民出史」という 独自の研 

究 領域が開拓されるようになってからそれほど 遠くは 

ない・精々 1960 年代未以降であ る・ WASP によって 

支配されていた 建国当初のアメリカ 合衆国が産業革命 

を枢軸に据えた 資本主義の発達とともに 次ぎ次ぎと 移 

民を取り入れて 今日の多人種国家に 転換していった 

2 ㏄有余年の歴史が ，旧来の問題意識や 方法によって 

は今日のアメリカを 理解することができないとして ， 

今までとは別の 新しい研究方法を 要求するに至ったか 

らであ る． 

その意味で「民出史」の 発達は，アメリカ 史を今日 

的観点に立って 全体像として 再構成する際に 決して避 

けて通れない 必要な経過点であ ったといわれるべきも 

のであ る   

ところで，今日。 「民出史」の 側から提出されてい 

る 多くの疑問あ るいは批判は ，基本的にはこれまでの 

「アメリカ資本主義 像 」に対する疑問あ るいは批判， 

もっと端的に 言えば，かの「ヴェーバー・テーゼ」 

( 近代資本主義の 成立をプロテスタンアイズムの 勤 " ッ ;" 

倫理とのかかわりて 説明する学説 ) に対する疑問であ 

っ たといってよい． 

新大陸における 黒人奴隷制の 地位と役割が ， したが 

ってまた奴隷制「南部 史 」が「大航海時代」以来の 西 

ョ 一ロ ，パ 資本主義の大きな 発達 史 のなかで捉え 面さ 

れ ，同時に，アダム・スミスやマックス・ヴェーバ 一に 

よって定式化された 西ョ 一ロ ，パ 諸国における「資本 

蓄積」の特徴そのものが 見直される傾向にあ ること， 
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1830-40 年代以降のアメリカ 資本主義の急速な 発達の 

なかで， -,: 場 労働者や交通・ 運輸体系建設労務者とし 

て移民の果した 役割が際立って 電税 されるようになっ 

た一方， 多くの移民が 渡航後も，渡航双にもっていた 

伝統的文化 ( 慣習ゃ宗教など ) の影響を仲々絶ち 切る 

ことが出来ず ， 工場内規律その 他とのあ いだに精神 R,, 

緊張あ るいは 軋 礫を余儀なくされた 事実が克明に 描き 

出されるよ う になったこと ，かつてはアメリカ 資本主， 

蒸発達史の裏 面史でしかなかったアメリカ・インディ 

アンの歴史が ，連邦政府を 批判し， 先住 苦 インディア 

ン諸部族の正当な 権 利を要求する 告発の歴史として 描 

き 出されるようになったこと ， 等々．一一 「 [ 竜 力も史」 

の発達によってこれまで 軽視されるか 無視され続けて 

来たアメリカ 史の豊富な歴史的曲事実が ， 書 かれた 歴 

史の双面に押し 出されるようになったことは ，大いに 

nf 怖さるべきことであ る． 

このことによってわれわれ・ 外国人研究 吝は ， F . J . 

ターナー (Frederick  Jackson  Turner),  ビア 一 F 、 ヲ i 

婁 (Charles A. Beard および Mary R. Beard), A. 

Ⅳトシュレジンガー   Jr ， (Arthur｀ ・ Schlesinger ， Jr ． ) 

等 ，「革新主義二ニュー デ ，一ル史学」や ， これを 担ヒ 

刑 した R . ホ一 フシュタ， タ一 (RichardHofstadte,), 

ルイス・ ハ一ツ (Louis Hartz) 等，第 2 次世界大枚後 

の「コンセンサス 学派」の「アメリカ 資本主義 像 」と 

は 一味 ミ ， 三 味も異なった 新しい「歴史 像 」を手にする 

ことが出来るようになった． 

しかし 他方，われわれは「民出史」研究の 発達の 

なかであ る種の混乱が 生じ始めていることに 気がつき 

始めてし、 る ・ それは「民出」なる 用語が明確なる 概念 

規定もないまま 一人歩きし始めたことにかかわる． 

近年「民出史」家の 用いている用語例に ょ れば， 

「民出」は，アメリカ 合衆国において 政治的・経済的・ 

社会的に必ずしもポジティヴな 地位を与えられて 来な 

かった人々を 総称するために 使用されている． 

しかし史料に 現われて来る「民出」 (people) なる用 

詰は ， 必ずしも上記の 人々を指してはいない． このこ 

とはとくに時代を 湖れば 湖 るほど強くなっでいる． 

「民出の， 民衆による民衆のための 政治」 (Govern- 

lnent of the people, by the people, and for the 

people) という， 19 世紀半ばのアメリカの 政治を的確 

に言い当てたといわれる ， ゲティスバーバでの エ イブ 

ラハム・リンカーン (Abraham Ⅱ ncoln, 180 弁 65) の 

侍名な演説 (1865 年 1U 月 19 日りの一章句における「 民 

衆 」は．市民権 (civil right) の所有者と 等賢 されて 

いるし．「ジャクソン 期 」に提示された「民出の 主権 」 

(sovereignty of people) なる概念は，「連邦 権 」 (fed- 

eral right), 「 州 主権 」 (slate sovereignty) と並列さ 

れる， アメリカ合衆国の「統治権 」にかかわる 三次元 

の 概念の 1 つで， いわゆる「基本的人権 」とも，南北 

戦争直前に「北部」民主党の 領袖スティーヴン・ダバ 

ラスの提示した「居住者主権 」 (Popular sovereignty) 

ヒも 区別され， 「統治権 に対する民衆の 参加権 」と ぃ 

われらるものであ った． ( 楠井 敏朗Ⅱアメリカ 体帝 l 」』 

と「ジャク ッ ニァ，・デモクラシー」」 (7), 旺   横浜 経づ : ず 

研究 史 』 lX/1, 1988 年， を参照 ). 

鈴木圭介編 T アメリカ経済史』 1, Ⅱで問題にされ 

た「民出」は ， 「ジャクソン 期 」から南北戦争 期 にか 

けて アメリカの政治と 経済を担い，南北戦争 二 再建後     

は急、 速な資本主義の 発展のなかで ，あ るものはこのよ 

うな動きを積極的に 指導し あ る者はこのような 動き 

に頑強に抵抗した 合衆国市民 (U.S. citizen) であ った． 

関連して考察しておかねばならないことは ，「民出」 

なる概念は本来「国家」 (Nation) の対立概念であ っ 

て，「資本」の 対立概念ではないということであ る． 

今日来日している 多くの外国人労働者をわれわれ 日本 

人は決し引 古 ],@,a と同等に「民出」とは 呼ばないだ る 

，ワ 

秋元「ニューディール 史 」が「ニューディール」に 

関して豊富な 事実を提供しわが 国 アメリカ経済史のも 

のの観方を変えたユニークな 労作であ ることは， これ 

までも繰り返し 述べて来た・ しかしそこでは「資本 

の 論理」と「民出の 論理」が対置されており ，「民出」 

はさながら「資本」の 対立概念のように 取扱われてい 

る・ もしそれが後に 考察するようにあ る種の歴史的限 

定をつけて用いられているのでないならば ，それは誤 

りといわねばならない． 

「民出」概俳は ，本来，「国家」に 対立する「身分」 

概念であ る・ しかし この概念がアメリカ 合衆国で資 

木主義の急速な 発展過程でいつの 間にか「資本」に 対 

立する概念，つまり「階級」概俳のごとく 意識され一 

人歩きするようになったところに ，今日アメリカ 支所 

究 であ る種の混乱が 呼び起こされるよ う になった一つ 

の原因だといったら 言い過ぎになるであ ろうか． この 

ままでは「民出史」と「経済史」，「政治史」との 関辿 

を 問 う のはかなり難しいこととなるだろう ， 

この問題は「国家」としてのアメリカ 合衆国の発達 
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史を資本主義の 発展との関連でどのように 捉えるかと 

いう問題と深くかかわっているようにわれわれには 思 

われる・ 「ニューディール」の 歴史的意義は ， この問 

題を解決しないかぎりいつまでたっても 明確にされる 

ことはないだろう． 

「国家」としてのアメリカ 合衆国の発注 史を アメリ 

カ資本主義の 発展との関連で 叙述するという 仕事は ， 

残り 頁 少なくなった 小論で十分に 展開することの 出来 

ない問題であ る， しかし「『民出運動史 ( 社会史ぬと 

Ⅱ政治 ) 経済史』の総合」を 意図した秋元「ニュー デ 

ィ 一ル 史 」に関する論評をしめくくろうとしている 

いま， この問題のポイントだけでも 示さないまま 立ち 

去るとしたらわれわれは 恐らく責務怠慢の 訪りを免れ 

得ないであ ろう． 

建国 ( 合衆国憲法制定 ) 以来の合衆国の 発達史を考 

えるとき， その性格 ( 「国家」と「民出」の 関係 ) に 

決定的な変化をもたらしたと 思われる大きな 劃期が 3 

つほどあ ったことに留意されね ば ならない． 

第 1 は南北戦争 二 再建 期 であ る．第 2 は大恐慌 吉 「 二 

ユー ディール 期 」であ る．そして第 3 は， 遼巡 しなが 

らも述べでおかねばならないことだが ， レーガン政権 

成立以後であ る・ 

われわれがここで「ニューデイール 期 」を「国家」 

と「民出」の 関係 更 における転換期とおさえているこ 

とに注目して 頂きたい     
「南北戦争双期」 (1787-1860 年 )  の国家体制は ，紅 

全曲折はあ ったものの基本的には 合衆国憲法に 盛り込 

まれた共和制原則 ( 連邦制， 三権 分立， 代表制 ) を 可 

能 なかぎり厳格に 遵守しょうとしたものであ った・ 

資本主義経済体制の 受容については ，建国朝に財務 

長官を勤めたアレグザンダー・ハミルトンや 1820 年代 

に「アメリカ 体制」の構築をめざした 経済理論家や 政 

策立案者のように ，産業革命期のイギリスの 急速な エ 

業 化と世界市場の 再編成を意識して ，連邦政府が 積極 

的に「民出」の 経済活動に介入しても 促進すべきだと 

提案し，実際に 一部政策として 実現をはかった 人もい 

たが， このような理念や 政策は，基本的には 連邦行政 

部 あ るいは連邦議会で 全面的に容認されることなく ， 

概していえば ，経済活動も 福祉活動も「民出」の 生活 

に直接かかわることとして ， 「地方自治」の 原則のも 

とで，州政府または 地方自治体の 管理下で行なわれる 

か，「自助」 (selfhelp), 「独立独行」 (seIfmade) を 生 

清 信条とする個々の「民出」の 自由意思に委ねられ 

た・資本主義的制度であ る会社も銀行も 基本的には州 

法によって設立・ 認可されたものであ ったことは特筆 

さるべきことであ る． 

さらにジャクソン 政権 成立前後に起こった 憲法修正 

要求 ( 大統領および 連邦上院議 員の 「民出」による 直 

接選挙要求 ) も，結局は「 州 主権 論」に基づく「地方 

自治」の原則によって 実現されないままに 終った． 

したがって， この時期には ，個人 ( 「民出」 )- コミュ 

ニティー 州 - 連邦間の利害調和が 緊張関係を苧みながら 

も貫徹していたといってよい・「北部」における「自 

由労働体制」と「南部」における「奴隷労働体制」の 

共存はこのような 国家体制のもとで 始めて可能になっ 

たといえる， 

とくに大切なことは ， この「南北戦争双期」には ， 

合衆国市民権 (U. S. citizenship) の定義が合衆国憲法 

の上に存在しなかったことであ る． ( 萩野芳夫『国籍・ 

出入国と憲法上勤草書房， 1982, p.28) たしかに合衆 

国憲法修正篤Ⅰ 条一 第 10 条は権 利の草 典 であ った・ し 

かしそれは， さまざまな配慮のもとで 市民 (citizens) 

の権 利を規定せず ，ただ抽象的一般的に 人 (Persons) 

の権 利を保障したものに 過ぎなかった ( 同上書， 同個 

所 ). 

南北戦争Ⅰ再建 期は ， このような合衆国の 国家体制 

を 大きく修正する 劃期となった． 最も顕著な変化は ， 

「 州 主権 」の一定度の 制約であ った．憲法修正第 13 条 

( 奴隷および不任意の 労役の禁止 ), 同 第 14 条 ( 合衆国 

において出生または 帰化し， その管轄権 に服する凡て 

0 人に対する市民権 の賦与 ), 同 第 15 条 ( 合衆国市民の 

投票権 の人種，体色に よ る差別の否定 ) の制定は，そ 

のことの典型的な 事例であ ったといえよ う   

同時に，この 国家体制のもとで ，「民出」の ・・ ・・・ 権 利二別 ・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 益を損ねないという 条件 つ きで資本主義的経済体制が 

許容された・ 国法銀行制度 (NationalBankingSystem) 

が成立した．保護貿易政策が 定着した・大陸横断鉄道 

に対する連邦政府の 補助政策 ( 公有地の無償払下げや 

連邦債の貸与 ) が容認された． そして外資導入促進の 

ために南北戦争 期 に発行された 巨額な連邦債の 低利倍 

換えとその 金 償還の道が開かれた． 

ここで「民出」の ・・ 権 ・・ 利二利益を損ねないかぎりとい ・・・・・・・・・・ 

うのは，すべての「民出」に 憲法上保障されている 権 

利 ( 憲法修正篤Ⅰ 条 ～ 10 条 ), とくにそこから 派。 生して 

来たすべての ・・・・・・・・・ 人に平等な「経済的機会」をという ・・・・・ ・ 原則 
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の 侵害排除を音 抹 する． 

この建国朝に 確認され，「ジャクソン 期 」に再確認 

された「民出」の 権 利，そしてここから 派生して来た 

「 反 独占」の理俳こそ ， 19 世紀後半を通じて ，そして 

「革新主義」の 時代 (1 ㏄ 1-1917 年 ) になるまで「民出」 

の ・ む、 を 捉え続けた思想であ った事実をしっかりと 意識   
に 留めておくべきであ る・その意味で「南北戦争後期」 

の連邦政府は ， まだ産業資本の 利益のみを体現する 

「階級国家」ではなかったといわぬ ぼ ならない， 

このことは 諸 他の先進国と 異って合衆国で 南北 戦 

争二 再建 期 に中央銀行制度 ( 「通貨」と「資金」の 資 

本家階級に よ る階級的独占の 機構 : 今日的用語でい ズ - 

ば ，「通貨」および「資金」の 供 " と循蜘 こ打する資 

本主義的管理機構 ) の成立が導き 出されなかったこと 

によって明らかとなる． 

資本主義社会の 基本的富は労働の 産物であ る商品で 

あ る・ この基本的富を 何時でも患いのまま 購入できる 

% ガけの使用価値   それは他でもなく 貨幣 ( 「通貨」 

および「資金」 ) の属性であ る・封建制度を 打破し， 

コマースを通じて 白らの生命と 財産の自由な 活用を丈 

現しょうとした 新しい支配 吝は ，「近代村会」以双の 

基本的 富 であ る十地でほなく ， この貨幣の階級的独占 

を市場機構を 通じ・ て 実現しょうとした． イングランド 

銀行然り・ ドイツのライヒスバンク 然り・ 日本銀行 %, 

りであ る・中央銀行の 設立はこのようにして 資本主姦 

の成立が意識されたとき ，各国で当然のこととして 打 

ち 出された政策であ った   
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み 切らなかった．むしろ「資本」の 経済法則 ( 巨 経済的 

合理主義 ) からみればまったく 不条 W- と 思われる貨幣 

( 通貨および貸金 ) の非合理的管理制度たるジャクソニ 

アン・デモクラシ 一の歴史的産物，つまり 独立国庫 制 

度 ，または文金庫制度 (IndependentTreaSury  System 

or Sub-treasury System) を残し， この制度をフルに 

拡張利用して ，「民出」の 経済発展のための 資金管理 

機構を整備した ，ここでは自己の 労働に基づく 生産物 

( 商品 ) が「 富 」の基本的形態であ ることが改めて 確認 

され，銀行の 信用創造を積 杵 とした他人の 労働に基づ 

く 生産 ( 資本主義生産 ), あ るいはたんなる「投機」 や 

インフレーションによる 資産価値の見かけだけの 膨脹 
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Ⅳ
 まざまな 経 

済 的妥協の末実現された ，南北戦争 期 に発行された 不 
                  ツクス 

換 政府紙幣 ( 緑青紙幣 ) の体制 内 温存 ( ただしそれは 分 

換 政府紙幣化を 通じてであ ったが ), あ るいはまた「 銀 、 

運動」に応える 形で進められた 財務 宵 による銀地金貝 

上げ ひ 銀貨まだは 銀 証券の発行 ) 政策などは，「貨幣 

数牡説 」に 廣 づいて長いあ いだ 誤 まってそう説明され 

続けて来たような「民出」の 要求 ( 貨幣供給を増大さ 

せて物価の上昇を 期待した要求 ) などではなく ，実際 

は， 屯 荷主義 未 期にイギリスの 経済学者ジェ ィ ムズ・ 

ステ ュ アートが論じたような 安価な投資資金 (cheap 

mone ㍗低能利の資金 ) に対する「民出」の 要求に @L; 

じ よ う とした遮那政府の 政策だったのであ る     
その意味で「南北戦争後期」の 合衆国の国家体制 

は，条件つきながら 資本主義経済体制の 存立を許容 し 

た 「民出の，民出による ，民衆のための 政府」であ っ 

たといってよい． 

基本的には「民出」を 基盤にしながも ， それゆえに 
  

こそまた同時に ， 「民出」の許への 貨幣的宮の蓄積と 

ともに資本主義経済体制を 条件つきで許容せざるを 紺ヰ 

なかった「南北戦争後期」 (1865-1929 年 ) の国家体制 

は， このような意味で 初めから多くの オ 后をかかえ込 

んだ体制であ ったことに留意されねばならない・ 

資本主義的経済体制は ， 。 かに制度的に チ エックを 

加えてみても ， 自由な市場機構を 通じて「民出」の 経 

済的 条件に格差 ( 工業と偉業の 生産力的格差だけでな 

く，富者と貧者との 経済的格差 ) を生み出し増幅さ せ 

ざるを得ない「体制」であ るし， 他方， 同時に， その 

発展が順調であ ればあ るだけ，資金と 労働力の海外か 

らの導入によって 生産力の潜在的拡張能力を 現実化し 

てゆ かざるを得ない「体制」であ る．   資本主義経 

済体制に内在する 大きくみてこの 二つの事柄が ，建国 

以来「 " の根 民主主義」の 基盤であ り続けた農村コミ 

ュニティの解体を 導き出し ， 「アバラリアニズム」 (a- 

erarianism) を過去のものとし ，多くの没落した 農村人 

l コの 工業都市への 集中と，移民労働者の 工業都市への 

集中を同時に 呼び起こしただけではない ，第 2 合衆国 

銀行の特許更新拒否以後正当な 地位を与えられて 釆 な 

かった外資導入のための 金融機構を，上記の 合法的 金 

融 制度 ( 独立国庫制度と 国法銀行制度を 中軸に編成さ 

れたそれ ) の枠組みの覚に ， ブライベート・バンクの 

形であ ったが整備することを 不可避にしたからであ 

る ， J . P . モルガン商会に 代表される国際投資銀行 

の発達はこれであ った． 
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このことは再建後の「国家」の 性格 ( 「国家」と「民 

衆 」の関係 ) を，時代の経過とともに ， したがって ア 

メリカ資本主義の 加速的な発達とともに ， 著しく変化 

させてゆくことになった・ そして 19 世紀末の「ポピュ 

リズム」の時代と 20 世紀初めの「革新主義」の 時代の 

到来を導き出す． 

われわれはこれらの 時代の到来を 簡単に「独占資 

本」，「金融資本」，「帝国主義」の 時代の到来と 片づけ 

たくな い ． それはこれらの 概念が戦後 40 数年のわが 国 

歴史学界であ まりにも多用され 過ぎ， いわば泥まみれ 

になり。 それゆえかえって 概念的に不明確になってし 

まっているからであ る． 

したがってわれわれは 近年の「民出史」研究がこう 

した傾向に対する 一つの強力な 挑戦であ ることを顧慮 

し い ま少し腰を据えて ，生起した基本的事柄そのも 

のを確認しながら 問題に接近してゆかねばならない． 

われわれはまず 第 上に， この ょう な激変が， 当然， 

連邦政府に対する「民出」から「資本」 へ 向けられた 

「規制」要求 ( 国法銀行制度や 鉄道業に対する 批判 か 

ら 巨大企業への 批判へ発展した「 反 独占」という 形 て 

の「規制」要求 ) を導き出したことを 想起しておかね 

ばならない・ 例えば 1887 年の「川除商業法」 (lnter- 

states Comme,ce Act) の制定， 18 ㏄年の「シャーマ 

ン反トラスト 法」 (AnActtoprotecttrade and com, 

rnerce against unlaw,ful restrains and monopolieS) 

の制定などであ る・ しかし，第 2 に，かかる「民出」 

の要求がコミュニティを 基礎においた 個々の「民出」 

の市民的要求ではなく ， むしろ，全国的に 組織された 

慶民団体，例えば 農民共済組合 (granger) あ るいは農 

業者連盟 (farmers, 、 Ⅲ ance) を通じて進められたいわ   
ば 組織的要求であ ったことに注目しなければならぬ 

ぃ ・第 3 に，かかる「民出」を 移民労働者と 区別する 

法的・経済的根拠がきわめて 稀薄になり始めていたこ 

とに留意しなければならない． それはⅠ っ には憲法修 

正第 13-15 条で，相変らず 貧しいながらも 黒人に市民 

権 と選挙権 が容認はれたこと ， い ま 1 っ には移民労働 

者も自由な白人 (free white persons) であ るばあ い 

には，一定条件 ( 申請提出双 5 年間以上生活の 本拠を 

合衆国にもっていること ( 住所要件 コ ， この期間合衆国 

に実住すること ( 美佳要件 コ ， その間善 - 良 な道徳的性質 

をもち続けたことの 立証 ( 善良性 コ ， その間憲法上の 諸 

原則に忠実であ り合衆国のすぐれた 秩序と福祉を 尊重 

したことの立証 ( 憲法原理の遵守 コ ，身体的に欠陥なく 

簡単に英語を 話し ， 読み書き出来ること ( 教育ないし 

識字要件 づ ， 合衆国の歴史と 政治に関する 試問に " ス 

すること・萩野芳夫．双掲 書 ， pp.33-34.) を備えれ 

ば帰化し ， 自らも合衆国市民になれたこと・ さらにい 

ま 1 つには種々の 条件下で落塊を 余儀なくされた 農民 

が 増大し ( 「中西部」だけてなく「南部」でも ), その 

一部が都市の 工場で移民労働者とともに 賃金を稼得す 

る労働者になるか ，「南部」では 解放 氏 ( 黒人 ) と同 

・様にシェアクロッパ ー となったこと     このような 

理由で，元来「国家」に 対する「身分」概俳であ った 

「民出」 (People) が，いつのまにか「資本」に 対する 

「階級」概俳 (the people or populace) で捉えられる 

ようになったことであ る． これに対してインディアン 

の市民権 取得がきわめて 制約されていたことについて 

は ，上田信明『インディアンと 合衆国憲法』法律文化 

社， 19 ㏄ 年 ，が詳しく説明している ， それは． インデ 

ィアンに対する「自営農地法」ともいわれたいわゆる 

「ドーズ 法 」 L(Dawes Severalty, or Allotment Act), 

1887 年コによって 部分的に， 1924 年の「インディアン 

市民権 法」 [,Indian Citizenship Act コ によって全面的 

に認められたにすぎなかった・ ( 回書，第 3 章 ). 

もちろん南北戦争直後 (1866 年 ) 結成された最初の 労 

働組合の連合体， ウィリアム・シルヴⅠ ス 指導の全国 

労働者同盟 (National Lab 。 r Union) や 1886 年に結成 

され 20 世紀になっても 重要な意味をもったサミュェル 

・ゴン " 一ス 指導のアメリカ 労働者総同盟 (Ame,ican 

Fede,ation of Labor) が，移民労働者や 黒人労働者の 

加人を禁止した 組織であ ったことはよく 知られてい 

る ・ これなどは「熟練度」を 区別の決定的指標にしな 

がらも，本質的には ，人種や体色， さらには習俗や 信 

仰の相違を尺度として ，「民出」の「身分」概俳をかた 

くなに守ろ う とした 1 つの制度的試みだったと 捉えて 

よいだろう． しかし，労働騎士 団 (KnightsofLabor, 

1867 年結成 ) や 世界産業労働組合 (Industrial Worke,S 

of the World, IWW, 1 ㏄ 5 年結成 ) といった労働者の 

組織は， このような制約を 棄てたすべての 労働者の組 

織であ ったことに注目されたい． 

第 4 に， アメリカにおける 最初の巨大企業であ った 

鉄道業はいうに 及ばず， 18 ㏄年代以降多くの 産業分野 

で， あ る場合は技術独占や 市場掌握を背景に 超過利潤 

の集積 - 企業規模の拡大 - 他社の合併，あ る場合はトラ 

ストの形成等を 通じて， 州 際さらに国境を 超えてまで 

活動する巨大企業が 形成され，法人格をもったこれら ・・・・・・ 
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の 巨大企業の企業者活動が 自然人たる個々の「民出」 

の個別的な経済活動よりも 国民経済において 透かに 亜 

- 大な意味をもつよ う になった事実を 考慮しておかねば 

ならない・ かかる企業者活動は 本来合衆国憲法第 1 条 

第 8 節第 3 項にかかわる「川除通商」 (inte,stateS 

commerce) 上の事柄であ ったがゆえ，その「規制」 

も「保護」もいまや 連邦政府の職務権 限内の事柄とな 

った・ したがって，政府は ， これらの巨大企業の 活動 

に対して， 自然人たる「民出」の 生活と同様，あ るい 

はそれ以上に 細心の注意を 支払わざるを 待 なくなっ 

た・ すなわち， 巨大企業の企業者活動やぞれを 取巻く 

企業環境，たとえば ，個々の巨大企業の 生産や投資 

( 設備投資 ゃ 在庫投資 ), 技術開発，市場調査， そして 

企業収益や株価の 動きだけではない．貿易収支や 労働 

市場の状況， さらには金融市場の 繁閑，金利の 動きや 

為替相場の動向などに 屯 大な関心を支払わざるを 行な 

くなったのであ る   

第 5 に， これに伴って ，南ゴヒ 戦争二戸建 期 に構築 さ 

れた金融構造 ( 資本主義的経済体制の 発展にとって 必 

ずしも合理的てなかったそれ ) に，抜本Ⅳ J な 改革が必 

要になったことが 意識に留められねばならない． 。 こ 

の点については ， 楠井 敏朗「 ァ 。 リヵ 資本主義と民 ;@. 

主義』多賀出版， 1986 年，第 5 。 ， 鈴木圭介 繍ニァ ， 

リカ経済史」Ⅱ，第 1 。 ，第 3 節， ェ ． 第 2 :,, 第 2 

節 ， ェ ， を参照されたい ). 連邦準備制度の 成立 (1914 

年 ) は， その上つの帰結であ った・ 

さて，われわれは 以上注意を喚起した 諸事実を踏ま 

えて， いま   - 度， 秋元「ニューディール 史 」で問われ 

た 「ニューディール」評価の 3 つの 視 A 、 を捉え℡して 

みると次の事柄がだんだんとはっきり 見ぇ - て， るよう 

になる． 

まず第 1 は「資本主義の 組織化」とはなにかという 

問題であ る・ 以上考察したことから 明らかなよ う に ， 

われわれは， これが他でもなく「国家」の 性格の変 

化，すなわち ，本来の「国家」と「民出」の 関係から 

「国家」と「巨大企業」の 関係に摩り替えられたこと 

と深くかかわっていることに 気づく． この摩り替えは 

基本的には「民出」の「身分」概俳から l- 階級」概俳 

への摩り替えを 基盤にしていたことはもはや 繰り返す 

までもない・ 19 世紀末から 20 世紀初めのアメリカで 

は， もはや連邦政府 ( 行政部，立法部， 旨 ] 法部 ) と個 

々の市民との 関係 ( 「国家」と「民出」の 関係 ) が - ソ ・ 

きな意味をもっていたのではない．個々の 資本家と個 

々の労働者の 関係が問題となっていたのでもない． 連 

都政府と巨大企業の な問題だ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関係こそが際立って ， 直要 ・・・・・・     
と意識されるようになっていたし ，この巨大企業と 何 

． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 

徹 された労働者との 関係が重要な 問題になっていたの 

であ る   

20 世紀に入って 目立つようになったクローズドショ 

ップ型の労働組合からオープンショップ 型の労働組合 

への転換は，まさにいまみたようなこと ，すなわち， 

巨大企業の経営戦略が ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 組織された労働者の ， 意思 ・・ ( 職務   

条件や賃金 ) さえも決定するほど 自己を貫徹し 始めた 

ことを示す 1 つの大切な事実であ ったといえよう． 

そしてまたここでどうしても 書き加えておかねばな 

らないことは ， この巨大企業そのものが ， それを構成 

したテクノクラートのメカニカル な 組織そのものにな 

ってしまっていたと。 ぅ 車火， しかしそれにもかかわ 

らず， いやまさにそれゆえこそ ， Ⅱ大企業があ たかも 

それ自体 惹思 をもった自然人であ るかのごとく 大子 - な 

振って経済界を 濤歩し始めるよ う になっていたという 

事実であ る． 

関連してわれわれは 次の事実にも 留意しておかねば 

な ， ，ない・ す な む ち， いまや「国家」機構そのもの 

が， 「規制」するにせよ「保護」するにせよ ，大規模 

化する巨大企業の 企業者活動に 照応して自ら 巨大化 

し 組織化され始めていたということ ， これであ る． 

アメリカ合衆国を 構成する個々の「民出」一一かれ 

もがすべて組織化された 機構のなかで 始めて自己を 実 

現するようになっていたこと ，この事実こそ ，いわゆ 

る「資本主義の 組織化」に 他 なもな。 とわれわれは 考 

える ・ これらの「民出」は ， もはや自分のことを 生産 

哲 とは思わない． 秋元「ニューディール 史 」が適切に 

も言い当てたように ，かれらは自分のことを「消費 

者」または「納税 者 」としか意識してないのであ る． 

秋元「ニューディール 史 」は， セオドア・ローズ ヴ 

エ ルト政権 から始まった「革新主義」の 時代がアメリ 

カにおけるかかる「組織化」の 第 1 段階であ ったと指 

摘した． われわれもそ うは、 ぅ ． 

秋元「ニューディール 史 」は「ニューディール 期 」 

が「組織化」の 第 2 段階だと論じた．われわれもこの 

指摘を正しいと 把、 ぅ ． 

だが，「組織化」の ・・・ ・・ 動因と内容において ， ・・ ，われわれ 

は秋元「ニューディール 史 」と違った見解をもってい 

るといわねばならない． 

「革新主義」の 時代には， 「規制」するにせ よ 「 休 
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穫 」するにせよ ，「国家」は 巨大企業に対して ，セオ 

ドア・ローズヴェルトが「よい 企業」と「悪い 企業」 

を 区別したよ う に， さながら自然人に 対するごとく 個 

々的に対応した・ しかし「ニューディール」の「革新 

主義」との隔絶は ，違憲判決 (NIRA は 1935 年 5 月 最 

高裁によって 通商条項違反 ( 州 主権 の侵害 コ および立 

法権 の行政部への 不当な委任 ( 立法権 の侵害 コの 理由 

で違憲とされた・ AAA@ ま 1936 年 1 月，課税権 の逸脱 

として違憲の 判決を受けた ) の憂き目こそみたが 連邦 

政府が， NIRA あ るいは AAA を通じて，アメリカ 

の国民経済において 重要な地位を 占める巨大企業なり 

大農場なりに 対して， 個牙 W 的にでなく一般的に ・・・・ ，「 規 ・   
制 ・ 」または「保護」を ・・・ ・・ 加える政策を ・・・・・・・ 打ち出したことで 

あ る． 

同様にはじめは NlRA において，そしてその 違憲 

判決後は「ワーバナ 一法」 (1935 年 ) によって，連邦政 

府は， AFL を主体とする 組織労働者に 対して団結権 

と 交渉権 を認めて，個々の「民出」ではなく 組織され 

た 労働者に対して ，「資本」と 共存する 電要 な階級的 

存在であ ることを容認した ， 

この 2 つのことは， 合衆国が「巨大企業」 一 「大農 

場 」 - 「巨大労働組合」のいわば 三位一体的関係によ 

って構成された 文字通り「資本主義国家」であ ること 

を 公的に認知し ，かつ宣言したもので ，アメリカにお 

ける「資本主義の 組織化」の確立を 示す明確な指標だ 

といってよかろう． 

ここでどうしても 付記しておかねばならないこと 

は，次のことであ る・すなわち ，はじめ違憲判決を 下し 

た 連邦最高裁判所でさえ ， 1937 年のいわぬ る ローズヴ 

ェルト大統領による「最高裁判所抱き 込み政策 (court 

packing plan) 後 ( 通例それ以前を「オール『・コー 

ト」， それ以後を「ニュー・コート」 と呼ぶ ), 述部 議 

会の制定した ，野放しの「経済的自由」に 一般的に・・・・ 

「規制」を加える 社会経済立法を 合憲と判決するよう 

になったことであ る． ( 声部信書『司法のあ り方と人 

鹿 」，東京大学出版会， 1983 年， pp.97-104,  を参照 )   

かくて「組織化」に 立ち塞がるものはもはやなくなっ 

たのであ る． 

さらにわれわれは ， かかる「組織化」をより 徹底さ 

せるために企てられた 政策が，連邦準備制度の 改組 

(1935 年 ) であ り 「金準備 法 」の制定 (1934 年 ) であ った 

ことに思い至るべきであ る・連邦政府は「金準備 法 」 

によって「貨幣本位に 対する完全な 統制の財務省への 

委譲」を実現した・それだけではない ，旧秩序 ( 金本 

位制度と自由貿易体制 ) を保持したままでの 外国為替 

相場安定化の 国際協力策にば 限界があ ると判断し，ウ 

ォレ ン ニピアソンの 価格理論によりながら ， 金 価格引 

上げ 鮭 ドル切下げ ) 政策を断行した・ この政策の経済 

史的意義の第 1 は ，秋元「ニューディール 史 」でも指 

摘された通り ， ドルの 59.06% 切下げによる 物価上昇 

の実現であ る・第 2 は，貨幣串信用政策に 対する統制 

を財務省が取得したことであ る・第 3 は， この措置に 

よって得られた 帳 簿上の利益， 28 億ドルのうち 20 億 ド 

ル をもって，為替相場の 安定基金を設置したことであ 

る・ これによってドル 価値の安定化が 促進された意表 

は，その後アメリカ 合衆国が崩壊した 世界経済の再建 

において経済的主導権 を握ってゆく 上で果した役割と 

関連づけてきわめて 大きいといわぬ ぼ ならない・第 4 

は， ドルの「通貨」価値の 安定がもたらした 外国から 

の余流入の急増であ る． 

F , ローズヴェルト 政権 は， この「通貨」価値安定 

と貨幣用金の 流人を背景に 連邦準備制度を 通じて， 貨 

幣 ( 「通貨」と「資金」 ) の供給と循環を 今までよりも 

透かに合理的に 行ない うる 斬新な政策手段 ( 公開市場 

操作， 預金準備率操作， 金利操作の三つから 構成され 

た連邦準備政策 : ただし， これがナ全に 機能するよう 

になるのは， 1951 年の「アコート」以後のことであ る 

") を 整備させた． 

これによって 巨大企業は，金融市場を 支配したマネ 

ー・トラスト ( 例えば 19 世紀末から 20 世紀初めの J . 

P, モルガン商会 ) に個別的に従属することなく ，いわ 

ば半官・ 平 民の連邦準備制度の 金融政策を通して 金融 

市場から資金の 調達と運用を 果たし， 自社の企業戦略 

を追求する条件を 整えることが 出来るようになった・ 

「規制」または「保護」の ・・・・ 個別件か                                     

化 (Sachlichkeit の一層の進展 ) こそ，「資本主義の 組 

織 化」のより高度な 進展を示す指標だといえよ う ． 

ところで注意さるべきは ，「ニューディール 期 」に 

進展した「規制」 ( 「 eguIation) は「革新主義」の 時代 

のそれと混同さるべきではないということであ る． 両 

者の間には連続性などまったくなく 深々とした隔絶が 

あ った   

「革新主義」の 時代までは「国家」は ，すでに幻想 

ではあ ったが「民出」 ( 合衆国市民 ) の権 利二利益の擁 

護のため巨大企業の 企業者活動に 大きな「規制」を 加 

えようとした・ 労働組合に対しても ，「シャーマン 反 
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トラスト 法 」 (1890 年 ) を適用して規制しようとした・   
しかし「ニューディール」の 隔絶は，かかる 幻想を 

かなぐり捨て ，すでに事実関係として 力をもち始めて 

いた「巨大企業」 イ 大農場」 ヰ 巨大労働組合」の 三位一 

体的関係を認知したことであ る・ したがって l- ニュー 

ディール 期 」以後レーガン 政権 成立までの「規制」は 

それまでとは 方向性を完全に 変え，いまや「国家」 仔 

立の経済的基礎となったかかる 三位一体関係を 維持す 

るための「規制」となった・それは ・・・ ， ・・ 他でもない，国民 

経済の安定， 崔 用水準の維持，恐慌回避，投機防止を 

柱 とした一般的「規制」であ って ， 個々の巨大企業 あ 

・るいは労働組合に 対する直接的個別的「規制」ではな 

くなったのであ る． 

第 2 は「現代 幅 杜国家化」の 問題であ る・ @- 民衆」 

の 権 利と利益が現実の 生活において 個別的でなく「組 

織」を通してでなければなかなか 実現され難くなった 

時 ，建国以来合衆国で 重要な意味をもった「自助」お 

よび「独立独行」の 思想と行動は ，連邦政府の 政策を 

決定する上に 大切な尺度とはならなくなった・ ぞの 代 

り 連邦政府にとって % 安な政策課題となったものば ， 

「組織」からはみ 出た多くの個々の「民出」に 対する 

慈   善竹 ( あ るいは人道的 ) 救済であ った・ 失業者， 山 ;j 

人 ，老人， その他暮しに 困った貸しい 多くの人々の 救 

済であ る． 

1935 年の「社会保障法」は ，大要つぎの 事柄を定め 

た．第 1 は，睦生・被用者の 双方から徴収される 保険 

料を原資として ，連邦政府によって 管轄される老齢年 

金制度 ( いわぬる社会保障 ) を創設する・ 第 2 は， 鹿 

主から保険料を 徴収して主として 州政府によって 行 #, フ 

れる失業保険制度を 設立し，連邦政府はこれを 補助す 

る．以上であ る．大恐慌 下 ， ロシア革命後の 社会主義 

化の進展，あ るいは日独 伊の ファシズム化の 動きが， 

かかる政策を 必要不可欠なものにしたことは 改めて指 

摘するまでもない． 

この政策が第 2 次世界大戦後ジョンソン 政権 下で完 

成されるかの「現代福祉国家」化の 道を掃き清めたこ 

とはよく知られている． 

われわれは， 「ニューディール」の 3 つの R  ( 「 救 

済 」，「復興」，「改革」 ) の関連を， 以上みたような 論 

理的・歴史的脈絡のなかで 理解しようとしている・ し 

たがって「ニューディール」をアメリカにおける「 国 

家 」の性格 ( 「国家」と「民出」の 関係 ) の決定的な 

転換期と捉えているのであ る・ 

最後に第 3 に「民出の論理」に 関して論及しておか 

ぬぱ   ならない． 

秋元「ニューディール 史 」ではそれは「消費者， 納 

税者 ， そして草の根の 市民連合」の 論理として用いら 

れている・われわれの 用 し、 る 「民出の論理」は「民主 

主義の論理」であ る．いいかえれば「国家」の 主権 者 

たる「民出」 ( 国家市民Ⅰの「国政への 参加権 」であ 

る・ アメリカ合衆国で「草の 根民主主義」が 語られる 

場合，本来，かかる ・・・・・ 主権 者たる「民出」が ・・ 日常的に政 

治にかかわることを 意味していた． それは，基本的に 

は。 「民出」が日常的に 居圧するコミュニティの 政治 

にかかわること ， そしてこれを 土台にして， 州 または 

地方日活体の 政治， さらには連邦の 政治に参加してゆ 

くことに他ならない・ これこそ建国難に 確認、 されたあ 

の共和制の原則 ( 三権 分立，連邦制， 代表制 ) の遵守 

以外にない． この原則が 200 有余年のアメリカ 史のな 

かで資本主義の 発展とともに 変質し，   有名無実化され 

た 結果かくも痩せ 細った「民出」と「民出の 論理」が 

- 人 歩きし始めるようになったと 感じているのはひと 

りわれわれだけではあ るまい． 

レーガン政権 下の「規制」緩和政策は ， いまやこの 

痩せ細った「民出」をさえ 見棄てて。 アメリカの巨大 

企業の多国籍企業化をますます 促進し， 外国企業の国 

内進出を許し「民出」と「巨大企業」との 関係さえ 

希薄化しつつあ る． 「ニューディール 期 」に基礎をお 

かれた「巨大企業」 ヰ 大農場」 イ 巨大労働組合」の 三位 

一体的関係さえ 崩壊し去ったのに ， 巨大企業の海外進 

出 のためには， 「民出」の国民感・ 哺を利用して 外国の 

ナショナル・インタレストを 打 砕こうとしている． 

しかしいずれにもせよ ，われわれは 秋元「ニュー デ   

ィ 一ル 史 」からいろいろの 新しい事柄とものの ・・ ・・・・・・ 考え方 

を 学んだ， この研究が多くの 人々によって 批判的に継 

承発喪され，わが 国 アメリカ経済史研究に 大きく寄与 

することを期待して 韓を描きたい． 

( 付記 ) 本論文の作成過程で ，本学部の同僚で 憲法学 

者であ る青柳幸一教授に 多大の学恩、 を受けた   

記して感謝の 意を表したい． 

( くすい としろ う 横浜国立大学経営学部教授， 


